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都  市  計  画 

 

1 都市計画のあゆみ 

 本市は、大正 14 年 4 月 1 日に旧都市計画法（大正 8 年法律第 36 号）第 2 条の規定によ

る都市計画区域の指定（現・都市計画法第 5 条の適用）を受け、大正 15 年 5 月 21 日には

大垣市全域、不破郡赤坂町全域、安八郡及び不破郡の一部を含む「大垣都市計画区域」を

決定した。昭和 5 年 7 月 12 日には都市計画道路の決定、昭和 8 年 3 月 13 日には用途地域

を決定し、本市における都市計画の礎が定められた。 

 昭和 46 年 3 月 31 日には、新都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）に基づき、大垣市を

核とする隣接 4 町（神戸町、安八町、垂井町、墨俣町（現 大垣市））を含む地域が大垣都

市計画区域として指定を受け、同時に区域区分（市街化区域と市街化調整区域）が決定さ

れた。また、昭和 45 年の建築基準法の改正に伴い、昭和 48 年 12 月 25 日に新しい用途地

域が定められた。 

 その後、人口の増大と都市化の進展により、昭和 50 年 12 月 27 日、昭和 61 年 5 月 2 日、

平成 3 年 4 月 23 日に区域区分、およびそれに伴う用途地域が変更された。また、平成 4 年

の建築基準法の改正に伴い、平成 8 年 4 月 1 日に新しい用途地域が定められた。 

 平成 12 年 5 月の法改正により、概ね 20 年後を目標とした都市づくりの基本方針を示し

た「都市計画区域マスタープラン」を定めることとされ、平成 16 年 5 月 17 日に県におい

て「大垣都市計画区域マスタープラン」が都市計画決定された。 

 平成 18 年 3 月 27 日には、大垣市（7,975ha）、墨俣町（339ha）、上石津町（都市計画区

域外）との合併により、都市計画区域が 8,314ha となる。 

平成 22 年 8 月 27 日には区域マスタープランの見直しが行われ、この方針に基づき、平

成 22 年 8 月 27 日、平成 28 年 4 月 1 日に区域区分の見直しが行われた。また、これに併

せて用途地域の変更を行った。 

平成 29 年 3 月には、本市の都市計画の総合的な指針としての「大垣市都市計画マスター

プラン」を策定し、平成 30 年 4 月には、都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）の

改正に基づき、市マスタープランで示される集約型都市構造を具現化した「立地適正化計

画」を策定した。 

令和 2 年 12 月 21 日には区域マスタープランの見直しが行われ、この方針に併せて、令

和 3 年 4 月に「大垣市都市計画マスタープラン」の見直しを行った。 

令和 7 年 3 月 31 日には策定から 5 年経過した「立地適正化計画」の見直しを行った。 
 
 
2 都市計画区域の範囲 

（令和 7 年 4 月 1 日現在） 

名   称 市  町  名 面   積 市街化区域面積  市街化調整区域面積 

大垣都市計画区域 

大 垣 市 
(うち墨俣地域)  

8,314ｈa 
（339ｈa） 

3,460.3ｈa 
（75.0ｈa） 

4,853.7ｈa 
（264.0ｈa） 

垂 井 町 3,117ｈa 708.5ｈa 2,408.5ｈa 

神 戸 町 1,878ｈa 311.0ｈa 1,567.0ｈa 

安 八 町 1,816ｈa 335.0ｈa 1,481.0ｈa 

計 15,125ｈa 4,814.8ｈa 10,310.2ｈa 
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3 都市づくりの理念と目標   

（「大垣市都市計画マスタープラン」（令和3年4月）より抜粋） 

(1) 都市づくりの基本理念 

大垣市未来ビジョンの未来都市像『みんなで創る 希望あふれる産業文化都市』と、

本市の都市づくりに向けた主要課題の両方を踏まえ、本市の特徴である水を中心にし

た豊かな自然環境や中山道・美濃路の旧街道を軸とした歴史資源、さらにはそれらと一体

となった都市の姿を継承するとともに、西濃圏域の中心都市にふさわしい魅力的都心の

再生や産業集積の強化を図り、安全でコンパクトな都市の形成を目指します。 

 

(2) 都市づくりの目標 

① 大垣市特有の自然環境や景観を守り、その特徴を生かす都市づくり 

本市の都市形成にとって重要な水を中心とした特有の自然環境や美しい景観を守り

育てるとともに、生活空間に活用する都市づくりを行います。 

② 都心の再生と産業集積の強化を図る都市づくり 

にぎわいのある都心空間を構築するため、都市機能の更新や地域資源を生かしたま

ちづくりを進めます。 

また、都市基盤の充実を図ることで、西濃圏域の中心都市にふさわしい産業集積を促

進します。 

③ 将来も安心して生活できる都市づくり 

   将来の都市動向に対応した都市規模を目指し、計画的な居住地の誘導を図るととも

に、都市基盤の整備や市内におけるネットワークの構築を図ることで、将来も安心して

生活できる暮らしやすい都市づくりを進めます。 

 

 

4 将来の都市構造  

（「大垣市都市計画マスタープラン」（令和3年4月）より抜粋） 

 (1) 将来都市構造構築の考え方 

これからの社会では、人口の減少とともに、人口に占める高齢者割合の増大が見込ま

れます。また、地球規模での環境保全が課題となっている現在、都市のあり方としても、

環境に与える影響を極力抑えることが重要となっています。 

このような社会においては、今までのように外延的に拡大した都市から、都市の中心

地機能が生かされ、居住環境を維持しつつ、ある程度高い密度での居住等、コンパクト

な都市づくりが求められています（集約型都市構造への転換）。 

今後、都市の活力を維持していくためには、市街地の再構成を進めるとともに、今後

の発展に資する都市機能の誘導等新たな土地利用を図ることも必要であり、環境に与え

る影響等を考慮しつつ戦略的な機能配置を展開していくことが求められています。 

 

(2) 土地利用 

計画区域の土地利用は、市街地内と市街地外に区分し、計画的な土地利用誘導を図り

ます。 

また、戦略的に都市機能を拡充、整備する拠点ゾーンとして、都心再生ゾーン、産業

誘導ゾーン、商業・業務誘導ゾーンを設定します。 
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区  分 基  本  方  針 

市 街 地 内 

既成市街地や市街化区域では、住宅等が密集した市街地の安全

性の強化、生活道路や下水道、公園等の都市基盤の整備、教育・

福祉・文化施設等の環境が整った市街地の形成を図ります。 

市 街 地 外 

市街化調整区域は、農業の振興を図るため、農地の保全・再整

備を進めるとともに、良好な農村景観の保全・再生、集落の生活

環境の整備、小河川等の水辺の環境整備等を進めます。 

拠 点 

ゾ ー

ン 

都 心 再 生 

ゾ ー ン 

中心市街地については、土地の高度・有効活用を図るとともに、

西濃圏域の中核的機能を担う都市にふさわしい風格と高次都市

機能を備えた都心として再生します。 

産 業 誘 導 

ゾ ー ン 

名神高速道路大垣インターチェンジ周辺地区、ソフトピアジャ

パン周辺地区、東海環状自動車道大垣西インターチェンジ周辺地

区、既存工業施設周辺地区は、高度な先端産業、研究開発機能、

教育研修機能、生産機能、物流機能等が集積する産業誘導ゾーン

と位置づけ、周辺の環境と調和した地区として整備を進めます。 

商 業 ・ 

業 務 誘 導 

ゾ ー ン 

国道21号及び国道258号の周辺地区は、道路整備や沿道整備と

ともに、地域産業の発展、地域住民の生活向上を支える沿道商業・

サービス業等の誘導を図ります。 

  

(3) 交通軸 

都市の骨格を形成する基軸は道路網であり、広域的な幹線道路網を形成する高規格道路

（高速道路等）、及び都市内外の骨格道路となる一般国道、主要地方道、一般県道、都市計

画道路のうち主要な幹線道路網の形成を図ります。また、人の流動軸（公共交通軸）とし

て鉄道路線網が形成されています。 

幹線道路網のうち、広域連携軸と位置づける高規格道路と一般国道以外の道路について

は、次の特性により区分します。 

 

●地域連携軸：一般国道以外で、岐阜市、羽島市、神戸町、墨俣地域等と連絡する路線 

●都市内幹線軸：環状線及び環状線内で東西方向、南北方向の骨格を形成する路線 

区  分 路  線  名  称 

広
域 

連
携
軸 

高規格道路 名神高速道路、東海環状自動車道  

一般国道 国道21号、国道258号、国道417号（(都)静里中島線） 

主
要
地
方
道
等 

地域連携軸 
(都)西大垣墨俣線、(都)寺内安八線、(都)大垣一宮線、 

(都)静里栄町線、(都)神田神戸線 

都市内幹線軸 

(都)大垣駅南口線、(都)大垣環状線、(都)寺内安八線、 

(都)高屋桧線、(都)神田神戸線、(都)神田高渕線、 

(都)大垣駅北口線 

鉄道路線 ＪＲ東海道本線、養老鉄道養老線、樽見鉄道樽見線 
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(4) 継承すべき都市構造 

未来ビジョンやみどりの基本計画でも位置づけられているように、本区域の豊かな自

然環境軸として、河川及び輪中堤が都市構造上重要な要素です。 

歴史文化軸としては、中山道、美濃路の旧街道を位置づけます。また、歴史拠点として

は、奥の細道むすびの地や美濃路大垣宿等歴史的資源の集積している大垣城周辺及び中

山道赤坂宿周辺、美濃路墨俣宿周辺を位置づけ、歴史的資源を活用した拠点形成を図りま

す。 

 

区 分 名      称 

自然環境軸 長良川、揖斐川、水門川、杭瀬川、大谷川等及び輪中堤 

歴史文化軸 中山道、美濃路 

歴史拠点 大垣城周辺、赤坂宿周辺、墨俣宿周辺、奥の細道むすびの地周辺 

 

 

5 都市整備の方針   

（「大垣市都市計画マスタープラン」（令和3年4月）より抜粋） 

(1) 土地利用の方針 

土地利用の基本方針は、人口、世帯に関する動向、持続可能で活力ある地域社会の構築、

環境への影響の抑制、安全で安心して暮らせる都市の構築等、地域社会を取り巻く状況を

念頭に設定します。 

   ① 集約型都市構造への転換 

現行市街化区域内には空閑地が残っており、将来的には人口減少が見込まれること

から、そうした社会情勢の変化に対応した市街地形成を検討します。 

ただし、市街化区域に隣接し、市街化が進行している等により、市街化区域と一体的

に整備を図ることが望ましい地区については、地区計画や土地区画整理事業等の手法

により、市街化区域への編入を検討します。 

また、インターチェンジ周辺地区、既存工業施設周辺地区や、新たな産業基盤として

必要な用地需要に対しては、周辺環境及び自然環境への影響を勘案しつつ土地利用転

換を図るものとします。 

   ② 中心市街地の再生 

大垣駅を中心とする中心市街地は、市内のみならず西濃圏域の中心地として活性化

を図るため様々な施策が講じられています。中心市街地は、歴史的に形成された市街地

でもあり公共施設等の老朽化や商業機能の後退等もみられることから、都市機能の更

新や地域資源を生かした再整備を図ります。 

中心市街地の再生にあたっては、市街地再開発事業等による再開発の推進、都市型住

宅の供給促進、幹線道路の沿道利用、オープンスペースの拡大、建築物耐震化の促進や

密集市街地の防災対策等の災害対策、都市内幹線軸の整備等により、人々が安全かつ安

心して集い、住まう、にぎわいのある都心空間となるよう再構築を進めます。 

   ③ 戦略的土地利用の推進 

ソフトピアジャパン周辺地区は、情報産業の拠点となっている地区であり、より拠点

性を高め本市産業の活性化を図るため、関連産業の誘導等必要に応じた土地利用を推

進します。 

名神高速道路大垣インターチェンジ周辺地区や東海環状自動車道大垣西インターチ

ェンジ周辺地区は、生産、流通業務等高速交通網の結節点という条件を生かし、地区計
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画や土地区画整理事業等の手法により、工業用地等として土地利用を推進します。さら

に、市街化調整区域の農林漁業との調整が図られた農地及び工業集積地は、周辺地区を

含めて地区計画等の手法により、工業用地等として再生を図ります。 

国道 21 号、国道 258 号等の沿道地区は、その交通利便性を生かし、商業・業務施設

の立地を図ります。 

今後、人口減少や公共施設の再配置などにより、新たに生み出される公有未利用地や

跡地等の有効活用を進めます。 

   ④ 安全で快適な市街地の形成 

良好な居住環境を創出するため、道路、公園、下水道等、都市の幹線道路網や地域の

生活基盤となる都市施設を整備し、安全で快適な市街地の形成を図ります。 

また、日常的な生活利便施設には徒歩や自転車等で利用できるよう、各地域における

路線型商業地等の維持、形成を図ります。 

   ⑤ 適正な土地利用の誘導 

住居系土地利用と工業系土地利用が混在している地区では、土地利用の動向を見据

えつつ、居住環境あるいは操業環境の維持増進のため、適切な用途地域規制により混在

の解消を図ります。 

また、大規模集客施設については、都市の構造や周辺地域への環境にも大きな影響を

及ぼすものです。市内全ての準工業地域に特別用途地区（大規模集客施設立地制限地区）

を都市計画決定し、あわせて特別用途地区建築条例を施行して大規模集客施設の立地

を制限します。 

   ⑥ 自然環境、営農環境との調和 

市街地内外を流れる大小の河川及び輪中堤は、本市の自然環境軸となるものであり、

治水安全度の向上とともに、憩いと安らぎを得るため、周辺の景観との調和に配慮しつ

つ、水辺環境の保全・活用を図ります。 

また、水田等の農地は、保水機能や防災機能を有しており、必要な土地利用転換を除

き保全を図ります。 

 

(2) 都市施設整備の方針 

   ① 交通施設 

今後の交通施設整備は、集約型都市構造への転換とあわせ、環境負荷の低減、低炭素社

会の実現、誰もが安全、快適かつ自由に移動することができる交通体系の実現を基本理念

として進めます。 

1）道路 

広域的な幹線道路網については、国、県の計画を前提に整備を促進します。その

他の幹線道路については、都市計画道路網の整備を前提とします。また、道路網の

整備にあたっては、自動車交通のみならず、歩道の確保等歩行者や自転車等の安全

性、快適性に配慮するとともに、高齢者や障がい者等の移動に支障がないようバリ

アフリー化を進めます。 

2）公共交通 

過度に自動車に依存することのない都市交通システムを確立するため、バス交通

とともに、交通結節点の機能改善等利便性の高い公共交通網を構築していきます。 

3）その他の交通施設 

駅前広場等交通施設の整備にあたっては、安全性や快適性の確保に留意するとと

もに、高齢者や障がい者等も安全で円滑に移動できるようバリアフリー化を進めま

す。 

(a) 駅前広場  

交通結節拠点である大垣駅では、駅南口、駅北口の 2 か所に駅前広場が整備さ
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れており、適切に維持管理を行います。 

駅南口については、バリアフリー化への未対応や一般車両と公共交通機関車両

との混雑といった問題が発生しているため、駅前広場の再編による交通機能改善

を図ります。 

(b) 駐車場 

都市計画決定した駐車場として、自動車駐車場を 3 か所（東外側、丸の内、清

水）、自転車駐車場を 2 か所（駅東、駅北）配置しており、現在供用しています。

また、大垣駅南街区市街地再開発事業において駅西自転車駐車場の整備を行い、

現在供用しています。 

自動車駐車場については、今後の駐車場需要を把握し、民間駐車場の整備状況

等も注視しつつ、公共駐車場を効率的に活用するため、駐車場の統廃合も含めた

配置見直しの必要性について検討し、駐車場整備地区の見直しを進めます。 

自転車駐車場については、交通渋滞の緩和や環境に負荷がかからない自転車

利用を促進します。 

  ② 公園・緑地 

市民に憩いと潤いの場を提供するため、「大垣市みどりの基本計画」に基づき、“「水

とみどり」がいぶくまち”を基本理念として、公園・緑地の整備、運営、活用、緑のネ

ットワークの形成に努めています。 

市街地及びその周辺では、公園・緑地の整備や河川沿いの景観整備、幹線道路の緑化、

民有地の緑化を推進しています。 

また、歴史・文化・自然・景観を生かしながら、四季折々の花や緑に親しめ、憩い、

楽しめる空間づくりを推進するとともに、公園・緑地や水辺空間、市民農園などを環境

学習、子育て支援、コミュニティ形成、心身の健康づくりなどに関わる市民活動の場と

して活用を進めています。 

今後は、市民協働等による緑地等の保全、整備のほか、都市計画公園の見直しを実施

し、再整備、長寿命化、防災機能の充実などを中心に進めていきます。 

③ 下水道 

近年の下水道事業においては、既存施設の老朽化、それに伴う施設の維持や更新にか

かる費用の増大、未普及地域の解消、浸水対策の遅れなどが課題となっています。 

このような状況の中、本市の公共下水道（汚水）においては、持続的な下水道事業の

実現を目的に、ストックマネジメント計画を策定し、維持・修繕及び改築を計画的かつ

効率的に実施していく必要があります。今後は、既存施設の適正維持、老朽化した施設

の改築更新、汚水処理の高度化、水環境の改善に向けた市街化調整区域の整備などを効

率的に進めます。 

一方、集中豪雨等に伴う浸水被害の防止対策が求められている公共下水道（雨水）に

ついては、平成 27 年度に改定した「大垣市排水基本計画」に基づき、河川事業等と連

携して内水対策を進めるとともに、老朽化した施設の改築更新、長寿命化のための定期

的な診断や整備、流出抑制対策の推進等、継続的な治水安全度の向上・維持を目的とし

た整備を進めます。 

④ 河川 

河川は貴重な自然空間として人々にとって潤いややすらぎを与えてくれるとともに、

多くの生物が生息・生育しています。これまで、本区域を流れる揖斐川や長良川等の河

川の流域では、低湿地であることから、河川改修にあたっては内水対策事業等の治水対

策を主に講じてきました。しかしながら、昨今の環境問題や人々の自然志向から、近年

は自然的環境と調和のとれた川づくりが求められています。 

このことから、都市化の進展を踏まえつつ必要とされる治水上の安全を確保し、自然

的環境を踏まえた河川の整備を進めます。 
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(3) 自然環境の保全及び都市環境形成の方針 

平成 19 年 7 月 1 日に「大垣市環境基本条例」を施行し、環境の保全と創出に関する施

策に積極的に取り組んでいます。今後も地域の環境の保全と創出を継続的に進めるため、

環境基本条例の適正な運用や温室効果ガスの排出抑制、地下水の有効利用や環境汚染の

防止対策等を進めていく必要があります。 

このため、「大垣市エコ水都環境プラン（大垣市第 3 期環境基本計画）」に定められた、

本市の目指すべき望ましい環境像「ハリンコが泳ぎ、ホタルが舞う水都・大垣」を目標に、

環境保全体制の推進をはじめ、地球温暖化防止・環境行動の促進、健全な水環境の促進、

環境負荷への監視指導体制の充実、環境学習・環境教育の推進に努めます。 

 

(4) 景観形成の方針 

美しい景観は、そこで暮らす人の心に安らぎやゆとりをもたらすだけでなく、訪れる人

にも美しい本市を印象付けることになります。このため、大垣城周辺地区や奥の細道むす

びの地周辺地区をはじめ、中山道赤坂宿、美濃路大垣宿や墨俣宿等の歴史的・文化的資産

を生かした景観、輪中等の自然景観等を保全・活用するとともに、市街地においても良好

なまちなみを整備し、よりよい景観の創出を進めていく必要があります。 

このため、大垣市景観計画に基づき、次の 4 つの景観形成の目標のもと市民と行政が一

体となって、景観形成の推進や特色ある景観の保全・活用に努めます。 

・水都大垣の水を生かした潤いのあるまち 

・市民が誇りを持てる大垣らしい顔のあるまち 

・大垣らしい多彩な情景に出会えるまち 

・市民協働の景観づくりによる愛着を持てるまち 

 

(5) 都市の防災・防犯の方針 

市民の生命と財産を災害から守るとともに、災害時や有事に迅速な対応ができるよう

に「大垣市地域防災計画」、「大垣市第 3 次防犯基本計画」等に基づき、危機管理体制の整

備をはじめ、防災体制の充実、地域防災力の向上、地震対策の充実や防犯まちづくりに努

めることにより、災害に強い都市の形成及び安心して暮らせる都市環境の形成を目指し

ます。 

 

6 サインシステム整備事業   

  市民はもとより国内、海外からの来訪者にも、大垣というまちを理解し、知ってもらう

仕組みとして、本市のイメージを備えたサインを体系的に整備するためサインシステム整

備計画（平成 4 年 3 月）を策定し、その計画に基づきサインを整備している。 

 

サインシステム整備状況の一覧表                            （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

サ  イ  ン  の  種  類 設   置   数  （基） 

全市総合案内サイン 2 

地域別総合案内サイン 5 

地区案内サイン 10 

ルート案内サイン四季の路 4 

ルート案内サイン中山道（赤坂地区） 12 

ルート案内サイン大島堤サイクリングロード 12 
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車両系施設誘導サイン 112 

歩行者系施設誘導サイン 22 

経路誘導サイン 14 

行政境界表示サイン 8 

地点名称サイン 24 

通り名称サイン 3 

史跡・文化財等説明サイン 18 

樹木説明サイン 3 

合          計 249 

 

7 景観整備事業   

(1) 景観整備事業 

本市においては、平成 9 年度に大垣市都市景観基本計画を策定、平成 10 年に大垣市

都市景観条例を施行し、市民に理解と協力を得ながら、市独自の景観行政を推進してき

たが、平成 18 年 3 月の合併と同時に景観法に基づく景観行政団体になったことを契機

に、合併地区の景観特性を加味した上で、本市の景観形成を総合的かつ計画的に推進す

るために、景観まちづくりのマスタープランとなる、法に基づく景観計画（平成 20 年

12 月 26 日 告示第 193 号）を策定した。 

また計画の策定に伴い、大垣市都市景観条例の見直しを行い、法に基づく制度に改正

すべき部分や、自主条例から引き続き存続して運用する部分、新たに付加すべき部分等

の整理を行い、新たな大垣市景観条例（平成 21 年 3 月 25 日 大垣市条例第 4 号）とし

て全部を改正し、平成 21 年 5 月から施行している。 

 

・景観計画及び景観条例に基づく行為の届出状況 

   届出件数 18 件 

〈内   訳〉                    （令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月） 

法  人 

建  築  物 

新   築 8 件 

増   築 － 

色彩の変更等 3 件 

工  作  物 

新   築 － 

増   築 6 件 

色彩の変更等 － 

土地の形質変更、堆積、木竹の伐採 1 件 

個  人 

建  築  物 

新   築 － 

増   築 － 

色彩の変更等 － 

工  作  物 

新   築 － 

増   築 － 

色彩の変更等 － 

土地の形質変更、堆積、木竹の伐採 － 
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・景観形成市民団体の育成 

赤坂地域において活動している「中山道赤坂宿まちづくりの会」、上石津町牧田地域

において活動している「九里半歴史文化回廊」と、墨俣地域において活動している「い

き粋墨俣創生プロジェクト」を、大垣市景観条例に基づく景観形成市民団体として認定

し、技術的な支援を行っている。 

 

(2) 屋外広告物事務事業 

平成 12 年 4 月から、良好な景観及び風致の維持と公衆に対する危害を防止するため、

屋外広告物の許可申請や違反広告物の簡易除却等の事務が、岐阜県から委譲された。 

実施にあたっては岐阜県屋外広告物条例（昭和 39 年 10 月 20 日 岐阜県条例第 47 号）

等に基づいて行っている。 

 

(3) 違反広告バスターズ支援事業 

大垣市違反広告物除却協力団体及び協力推進員制度実施要綱（平成 16 年 4 月 1 日施行）

に基づき、良好な都市景観の維持・形成を図るため、また行政と市民とが一体となった地

域での違反広告物の簡易除却活動を展開するため、5 名以上で構成され 4 か月当たり 1 回

以上除却活動が可能な団体を、市長が違反広告物除却協力団体（違反広告バスターズ）と

して認定し、その団体員を協力推進員として任命している。 

違反広告バスターズの活動に対して、除却広告物の回収・保管、違反広告物講習会の開

催等の支援を行っている。 

 

違反広告バスターズ年度別団体数等 

 団体数 協力推進員数 除却物件数 

令 和 2 年 度 22 363 名     7 物件 

令 和 3 年 度 21 311 名    13 物件 

令 和 4 年 度 21 304 名     4 物件 

令 和 5 年 度 21 315 名     5 物件 

令 和 6 年 度 21 329 名     6 物件 

 

 

8 都市計画決定状況一覧表   

                         （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

種   別 面 積（ha） 摘       要 

都市計画区域 8,314.0 （最終決定） 平成 22 年 8 月 27 日 （区域変更） 

区 域 区 分 8,314.0 （最終決定） 令和 2 年 12 月 21 日 （区域変更） 

 
市 街 化 区 域 3,460.3    

市街化調整区域 4,853.7    

用 途 地 域 3,474.1 （最終決定） 令和 4 年 9 月 5 日 （区域変更） 
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 (1) 用途地域 

区       分 面    積 割    合 

第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 約 186 ha 5.35 ％ 

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 約 1.9  0.05  

第一種中高層住居専用地域  約 531  15.28  

第 一 種 住 居 地 域 約 1,298  37.37  

第 二 種 住 居 地 域 約 84  2.42  

準 住 居 地 域 約 106  3.05  

近 隣 商 業 地 域 約 68  1.96  

商 業 地 域 約 208  5.99  

準 工 業 地 域 約 595  17.13  

工 業 地 域 約 238  6.85  

工 業 専 用 地 域 約 158  4.55  

 

(2) 特別用途地区 

種     類 面    積 摘       要 

大規模集客施設立地制限地区 約 595ha （最終決定）令和 2 年 12 月 21 日 

 

(3) 高度利用地区 

地  区  名 面    積 摘       要 

大垣駅南地区 約 1.5ha （最終決定）平成 22 年 9 月 7 日 

大垣駅南前地区 約 1.2ha （最終決定）令和 6 年 4 月 26 日 

 

(4) 防火地域、準防火地域 

区      分 面   積 摘           要 

防 火 地 域 18.0ha 
当初指定年月日 

最終変更年月日 

昭和 27 年 10 月 30 日 

平成 8 年 4 月 1 日 

（当初 4.8ha） 

準 防 火 地 域 187.7ha 
当初指定年月日 

最終変更年月日 

昭和 24 年 6 月 22 日 

令和 4 年 9 月 5 日 

（当初 100.0ha） 

 

(5) 駐車場整備地区 

種     別 面    積 摘       要 

駐車場整備地区 54.6ha （最終決定）昭和 46 年 7 月 19 日 
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 (6) 都市施設 

種    別 決定事項 摘              要 

都
市
施
設 

道 路 
38路線         

122,120 

 

ｍ 
（最終決定） 令和 4 年 12 月 23 日 （路線廃止） 

駅 前 広 場 2か所  駅南口、駅北口  

（街路付帯施設） 14,100      ㎡ （  〃  ） 平成 18 年 4 月 11 日 （区域変更） 

自 動 車 駐 車 場 
3か所  東外側、丸の内、清水  

4,900 ㎡ （  〃  ） 令和 3 年 3 月 26 日 （構造変更） 

自 転 車 駐 車 場 
2か所  駅北、駅東  

2,410 ㎡ （  〃  ） 平成 22 年 9 月 7 日 （規模変更） 

自動車ターミナル 
10バース 中部トラックターミナル  

0.28 ha （  〃  ） 昭和 39 年 6 月 25 日  

公 

 

 

 

 

 

  

園 

街 区 
58か所  

（  〃  ） 平成 28 年 4 月 27 日 （区域変更） 
9.52 ha 

近 隣 
4か所  

（  〃  ） 平成 26 年 7 月 31 日 （区域変更） 
6.0 ha 

地 区 
6か所  

（  〃  ） 平成 21年 10月 22日 （追加変更） 
35.6 ha 

総 合 
1か所  

（  〃  ） 昭和 58年 10月 11日 （名称変更） 
12.3 ha 

運 動 
1か所  

（  〃  ） 平成 21年 12月 25日 （区域変更） 
12.9 ha 

計 
70か所   

76.32 ha 

都
市
施
設 

公

共

下

水

道 

汚 水 
排水区域  

（  〃  ） 令和 2 年 12 月 21 日 （区域変更） 
3,469 ha 

雨 水 

排水区域  

（  〃  ） 令和 2 年 12 月 21 日 （区域変更） 3,469 ha 

汚 物 処 理 場 
1か所  大垣衛生センター 

21,700 ㎡ （  〃  ） 平成 23 年 6 月 30 日 （区域変更） 

ご み 処 理 場 3.8 ha 
大垣市クリーンセンター  

（  〃  ） 平成 21 年 3 月 11 日 （名称変更） 

社 会 福 祉 施 設 0.2 ha 
大垣市老人福祉センター  

（  〃  ） 昭和 49 年 2 月 27 日  

市 場 40,000 ㎡ 
大垣市公設地方卸売市場  

（  〃  ） 令和 3 年 5 月 21 日 （区域変更） 

火 葬 場 
2か所  大垣市鶴見斎場、大垣市勝山斎場 

1.3 ha （  〃  ） 平成 22 年 8 月 27 日 （規模変更） 

 

 

  

-349-



(7) 市街地再開発事業   

名     称 面    積 摘       要 

大垣駅南街区第一種市街地再開発事業 約 1.5ha （最終決定）平成 25年 2月 25日 

大垣駅南前地区第一種市街地再開発事業 約 1.2ha （最終決定）令和 6年 4月 26日 

 

 

(8) 土地区画整理事業   

名     称 面    積 摘       要 

郭 町 東 西 街 区 土 地 区 画 整 理 事 業 約 1.4ha 平成 31年 3月 18日 

 

 

 (9) 地区計画    

区   分  面積  適  用 

東 町 地 区 地 区 計 画 約 9.1 ha 当初決定年月日 平成 3年 2月 22日 

墨 俣 地 区 地 区 計 画 約 7.9 ha 〃 平成 3年 4月 20日 

二 ツ 木 地 区 地 区 計 画 約 7.8 ha 〃 平成 3年 4月 20日 

三 塚 地 区 地 区 計 画 約 3.6 ha 〃 平成 13年 3月 12日 

昼 飯 南 部 地 区 地 区 計 画 約 14.3 ha 〃 平成 18年 4月 6日 

犀 川 地 区 地 区 計 画 約 8.4 ha 最終決定年月日 平成 22年 8月 27日 

曽 根 町 地 区 地 区 計 画 約 3.4 ha 当初決定年月日 平成 30年 1月 5日 

本 今 町 地 区 再 開 発 地 区 計 画 約 2.7 ha 最終決定年月日 平成 30年 4月 1日 

ソフトピアジャパン東地区地区計画 約 55.4 ha 〃 平成 30年 4月 1日 

ソフトピアジャパン西地区地区計画 約 22.4 ha 〃 平成 30年 4月 1日 

外 野 地 区 地 区 計 画 約 19.1 ha 〃 平成 30年 4月 1日 

横曽根工業団地地区地区計画 約 5.2 ha 〃 平成 30年 4月 1日 
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9 各種届出件数の推移 

(1) 国土利用計画法に基づく取扱件数   

区分           年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

土 地 売 買 等 届 出 

（国土利用計画法第 23条第 1項） 
14 14 17 18 17 

 

(2) 建築確認申請（建築基準法第 6条）等用途別取扱件数  

区分           

年度 
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

専 用 住 宅 708 681 738 581 569 547 

共 同 住 宅 37 38 15 22 15 13 

併 用 住 宅 6 6 2 3 7 4 

倉 庫 車 庫 17 22 15 24 16 17 

店 舗  事 務 所 19 37 31 36 31 28 

工 場  作 業 所 17 10 19 23 21 11 

工 作 物  昇 降 機 34 4 45 47 48 34 

そ の 他 30 25 74 65 72 46 

計 868 823 939 801 779 700 

 

(3) 道路位置指定（建築基準法第 42条）による取扱件数  

年 度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

件 数 8 6 2 5 8 7 

 

(4) 都市計画法に基づく取扱件数 

区分           年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

開 発 許 可 申 請 
（都市計画法第 29 条） 

49 50 44 37 28 

建 築 許 可 申 請 
（都市計画法第 43 条） 

25 19 23 19 14 

適 合 証 明 
（都市計画法施行規則第 60 条） 

48 58 57 49 56 

都 市 計 画 施 設 内 
建 築 許 可 申 請 
（都市計画法第 53 条） 

8 12 15 9 18 

地 区 計 画 区 域 内 
建 築 等 届 出 
（都市計画法第 58条の 2） 

42 53 39 25 25 

計 172 192 178 139 141 
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 (5) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく取扱件数  

年度 

区分 
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

土 地 有 償 譲 渡 届 出 

（公有地の拡大の推進に関する法律 

第 4 条第 1 項） 

4 9 8 14 9 

土 地 買 取 希 望 申 出 

（公有地の拡大の推進に関する法律 

第 5 条第 1 項） 

0 0 10 12 1 

計 4 9 18 26 10 

  

(6) 大垣市土地開発事業の調整に関する要綱に基づく事前協議取扱件数  

年度               

区分 
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

土 地 開 発 事 業 事 前 協 議 申 出 

（大垣市土地開発事業の調整に関する

要綱第 4 条第 1 項） 

1 0 1 0 0 

※大垣市土地開発事業の調整に関する要綱は平成 12年 11月 1日より施行。 

 

⑺ 大垣市立地適正化計画に基づく届出件数 

年度 

区分 
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

居住誘導区域外における行為の 

届 出 

（都市再生特別措置法第 88 条第 1 項） 

3 8 12 8 11 

都市機能誘導区域外における  

行 為 の 届 出 

（都市再生特別措置法第 108条   

第 1 項、第 2 項） 

2 1 2 3 5 

都市機能誘導区域内における都市

機 能 誘 導 施 設 の 休 廃 止 届 出 

（都市再生特別措置法第 108 条の 2） 

1 0 0 0 0 

計 5 9 14 11 16 
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・屋外広告物許可等件数・手数料                                                    （令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月） 

申請区分 

 

広告物 

新  規  申  請 許可期間更新申請 変 更 許 可 申 請 合          計 

許可件数（件） 枚・物件数（件） 手数料額（円） 許可件数（件） 枚・物件数（件） 手数料額（円） 許可件数（件） 枚・物件数（件） 手数料額（円） 許可件数（件） 枚・物件数（件） 手数料額（円） 

広 告 板 53 76 476,660 832 1,343 5,072,320 24 45 173,110 909 1,464 5,722,090 

広 告 塔 17 23 376,970 247 303 3,520,740 15 19 46,860 279 345 3,944,570 

壁 面 広 告 28 76 892,190 553 1,408 6,290,380 20 55 249,680 601 1,539 7,432,250 

ア ー チ 等 0 0 0 3 4 23,940 0 0 0 3 4 23,940 

電柱街灯柱利用 0 0 0 7 1,794 538,200 0 0 0 7 1,794 538,200 

立 看 板 1 10 2,000 0 0 0 0 0 0 1 10 2,000 

は り 紙 1 200 800 6 600 0 0 0 0 7 800 800 

は り 札 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

広告幕・広告網 1 8 2,400 3 24 7,200 1 8 2,400 5 40 12,000 

アド バルー ン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その 他広告 物 0 0 0 17 222 66,600 0 0 0 17 222 66,600 

合 計 101 393 1,751,020 1,668 5,698 15,519,380 60 127 472,050 1,829 6,218 17,742,450 

                                                                                                                                                          

・略式な代執行措置・簡易除却件数                                                                                       （令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月）  ・公共広告物の通知 

   区 分 略 式 代 執 行 簡  易  除  却 パトロール 

実施者 回数（回） 人員（人） 件数（件） 回数（回） 人員（人） はり紙（件） はり札（件） 広告旗（件） 立看板（件） 合計（件） 回数（回） 人員（人） 

都市計画課 0 0 0 4  7  9  2  0  4  15  0  0  

 

公共広告物の通知 

 違反広告ﾊﾞｽﾀｰｽﾞ 0 0 0 3 21  5  0  0  1  6  100  748  受理件数（件） 枚数等（件） 

合  計 0 0 0 7  28  14  2  0  5  21  100  748  2 未定 

 

 

（令和 6年 4月～令和 7年 3月） 
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駐 車 場 

 

1 市営駐車場 

 市街地における円滑な道路交通と市民の利便性を確保するため、市内に5か所の市営駐車場を設置してい

る。昭和50年の丸の内駐車場の建設以降は、駐車場の立体化により収容台数を確保し、違法駐車の軽減を図

った。平成20年以降は、駐車需給バランスに基づき水門川駐車場の廃止や清水駐車場の平面化を進めるなど、

規模の適正化を行った。また、民間駐車場の動向を踏まえ駐車料金改定を行うなど、駐車場運営の健全化に

努めている。 

(1) 施策内容 

年  月 施 策 内 容 

昭和46年 12月   東外側駐車場を開設 

昭和47年 5月   清水・丸の内・本町各駐車場を平面で開設 

昭和50年 5月   丸の内駐車場を立体化 

昭和52年 5月   清水駐車場を立体化 

昭和62年 10月11日 駅前駐車場（現在駅南駐車場）を開設 

平成元年 7月 1日 清水・東外側・駅南・駅北駐車場を24時間営業 

平成 3年 7月   水門川立体駐車場を開設、 

駐車料金精算にプリペイドカード、自動料金精算システムの導入 

平成 5年 7月26日 東外側駐車場改築 

平成10年 4月 1日 民間駐車場育成に伴う、市営駐車場共通回数駐車券等利用協定を締結 

平成20年 12月   駐車場整備計画の見直しにより、水門川駐車場の廃止決定 

平成21年3月に都市計画変更（削除）、条例改正（廃止）を行い、7月31日をもっ

て閉鎖（条例施行日：平成21年10月1日） 

  駅北駐車場を自転車駐車場建設用地として開発 

平成21年10月に条例改正（廃止）を行い、平成22年3月末で一旦閉鎖 

（条例施行日：平成22年4月1日） 

平成24年 9月17日 駅前広場（駅北口）内に整備した駐車場を駅北駐車場として再開 

（条例施行日：平成24年9月17日） 

平成26年 3月31日 本町駐車場の土地所有者からの土地返却の申し出があり閉鎖 

（条例施行日：平成26年4月1日） 

令和 2年 3月 駐車場整備計画の見直し 

令和 6年 1月 清水駐車場を平面化 

 

(2) 施  設 

※立体駐車場 

名   称 構   造 所 在 地 敷地面積 収容台数 供用開始 建設費 

東外側駐車場 
鉄骨耐火構造 
地下1階地上6階 

東外側町2-21 
1,106㎡ 

延5,470㎡ 
200台 H 5. 7.26 

841,994 
千円 

丸の内駐車場 
鉄筋コンクリート 
4階5層 

丸の内2-23 
2,007㎡ 

延5,390㎡ 
251台 S50. 5. 1 

185,000 
千円 
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※平面駐車場 

名 称 所在地 敷地面積 収容台数 供用開始 建設費 

清 水 駐 車 場 清水町71 2,375㎡ 70台 R 6. 1.22 
59,227 
千円 

駅 南 駐 車 場 高屋町1-149 443㎡ 17台 S62.10.11 
11,000 
千円 

駅 北 駐 車 場 林町5-23-7 387㎡ 13台 H24. 9.17 
23,414 
千円 

 

 

(3) 駐車料金等 

 

普通駐車 定期駐車 ※1 

供用時間 
30分ごとの

料金 

上限料金 

(24時間ごと) 
全 日 平 日 夜 間 

丸の内駐車場 7:00～22:00 

1台／30分 

100円 

600円 

※3 

1台／月 

16,760円 

1台／月 

11,520円 
 無 し 

清 水 駐 車 場 

終 日 

 無 し 

東外側駐車場 
900円 

※4 

1台／月 

18,850円 

1台／月 

12,570円 

1台／月 

8,800円 

駅 南 駐 車 場 1台／30分 

150円 

※2 

 無 し  無 し 

駅 北 駐 車 場 

※1：平日定期とは、日曜祝日を除く１ヶ月。夜間定期とは、19:00から翌朝7:00まで有効な１ヶ月 

※2：初めの20分間までは無料 

※3：3時間を超え24時間以内 

※4：4時間30分を超え24時間以内 

 

(4) 回数券及びプリペイドカード料金 

区    分 単    位 金    額 

回 数 駐 車 券 料 金 

100円券11枚 1,000円 

150円券11枚 1,500円 

200円券11枚 2,000円 

300円券11枚 3,000円 

プ リ ペ イ ド カ ー ド 料 金 
3,300円相当券 3,000円 

5,500円相当券 5,000円 
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  (5) 利用状況（台数） 

 
年

度 

普 通 駐 車 回 数 券 駐 車 
プリペイドカード 

駐車 
定 期 駐 車 優 待 券 駐 車 合       計 

回転率 

修正 

回転 

率 年  間 月平均 年  間 月平均 年  間 月平均 年  間 月平均 年 間 月平均 年 間 月平均 

東 

外 

側 

4 13,012 1,084 3,061 255 603 50 11,045 920 3,069 255 30,790 2,565 0.42 0.97 

5 14,908 1,242 3,877 323 702 58 9,542 795 3,425 285 32,454 2,704 0.44 1.02 

6 15,329 1,277 3,989 232 988 82 9,131 760 3,198 266 32,635 2,719 0.44 1.07 

丸 

の 

内 

4 10,965 913 2,600 216 477 39 24,138 2,011 2,822 235 41,002 3,416 0.44 1.10 

5 12,473 1,039 3,022 251 282 23 24,253 2,021 2,807 233 42,837 3,569 0.46 1.46 

6 18,407 1,533 3,955 329 831 69 23,631 1,969 2,904 242 49,728 4,144 0.54 1.26 

清    

水 

4※1 2,721 544 224 44 29 5 605 121 505 101 4,084 816 0.11 0.22 

5※2 1,127 490 40 17 18 7 0 0 68 29 1,253 544 0.25 0.46 

6 11,909 992 583 48 561 46 0 0 353 29 13,406 1,117 0.52 1.16 

駅

南 

4 84,461 7,038 7,808 650 109 9 0 0 462 38 92,840 7,736 14.96 4.78 

5 86,630 7,219 7,227 602 103 8 0 0 567 47 94,527 7,877 15.23 7.49 

6 85,875 7,156 7,341 611 124 10 0 0 676 56 94,016 7,834 15.15 5.49 

駅

北 

4 69,179 5,764 615 51 8 0 0 0 459 38 70,261 5,855 14.80 1.77 

5 78,164 6,513 773 64 10 0 0 0 467 38 79,414 6,617 16.73 2.25 

6 80,820 6,735 752 62 18 1 0 0 481 40 82,071 6,839 17.29 2.59 

合

計 

4 180,338 15,343 14,308 1,216 1,226 103 35,788 3,052 7,317 667 238,977 20,388 ― ― 

5 193,302 16,503 14,939 1,257 1,115 96 33,795 2,816 7,334 632 250,485 21,311 ― ― 

6 212,340 17,693 16,620 1,282 2,522 208 32,762 2,729 7,612 633 271,856 22,653 ― ― 

※1：令和4年4月1日～令和4年8月31日（5か月）の営業月数で月平均を計算 

※2：令和6年1月22日～令和6年3月31日（70日/365日×12か月≒2.3か月）の営業月数で月平均を計算 

-356-



2 自転車等の駐車対策 

 (1) 市営自転車駐車場 

自転車は、通勤、通学、買物など多用な目的に利用され、生活交通に欠くことのできない移動手段と

なっている。特に、通勤、通学者が集中する大垣駅周辺及び養老鉄道駅沿線等には、昭和52年から自転

車駐車場の建設を進め、13か所5,745台収容の自転車駐車場を整備している。 

平成23年5月からは、大垣駅周辺の自転車駐車場において有人管理かつ有料制での管理運営を開始し

た。 

 

※有料自転車駐車場 

名   称 所 在 地 面 積 建築面積 建 設 費 完 成 
収容 

台数 

大垣駅西 

自転車駐車場 
宮町1丁目1 

(㎡) 

3,312.60 

(㎡) 

2,021.50 

(円) 

642,385,000 

 

H28.10. 1 

(台) 

2,463 

大垣駅東 

自転車駐車場 
高屋町2丁目1-7 913.00 987.00 151,000,000 S63. 4.18 900 

大垣駅北 

自転車駐車場 

林町5丁目 

23-36 
1,549.85 982.64 230,868,750 H23. 3. 3 1,384 

 

※無料自転車駐車場 

名   称 所 在 地 面 積 建築面積 建 設 費 完 成 
収容 

台数 

東大垣駅 

自転車駐車場 

和合本町 

1丁目679-3 

(㎡) 

37.82 

(㎡) 

36.48 

(円) 

1,440,000 

 

S60.10.25 

(台) 

44 

西大垣駅 

自転車駐車場 
木戸町911-1 167.40 153.00 8,886,000 S62. 3.31 100 

墨俣バス停留所 

自転車駐車場 
墨俣町墨俣409 40.42 10.08 1,999,080 H27. 2. 5 15 

北大垣駅 

自転車駐車場 
笠木町76-4 90.40 35.78 3,811,000 H 5.11. 6 67 

室駅 

自転車駐車場 
木戸町134-3 215.11 64.68 8,896,000 R 6.10.31 110 

友江駅 

自転車駐車場 
友江2丁目33-3 120.79 56.20 5,026,400 H 7. 1.10 98 

美濃青柳駅 

自転車駐車場 
青柳町3丁目496 340.40 112.40 11,982,000 H 8. 9. 1 196 

大外羽駅 

自転車駐車場 

西大外羽 

3丁目28-2 
663.00 28.10 2,016,000 H 9. 8.25 49 

荒尾駅 

自転車駐車場 
荒尾町1469-1 406.04 150.66 8,599,500 H15. 2.28 189 

美濃赤坂駅 

自転車駐車場 
赤坂町134-5 201.00 103.63 7,119,000 H15. 2.28 130 

 

 

 

-357-



※駐車料金（駅西、駅東、駅北） 

利用方法 利用単位 
駐車料金（円） 

自転車 原付等 

定期利用 

一般 

1か月 2,000 3,600 

3か月 5,700 10,200 

6か月 10,800 19,400 

学生 

1か月 1,500 

(一般と同じ) 3か月 4,200 

6か月 8,100 

一時利用 1回 100 200 

・一時利用の「1回」とは、その日の利用時間（AM4：45～翌日のAM1：00）内に入場してから退場するまでを

いう 

・身体障害者手帳交付者、精神障害者保健福祉手帳交付者、療育手帳交付者及び戦傷病者手帳交付者は免除 

・中学生までは無料 

 

(2) 放置自転車対策 

平成23年5月より、「大垣市自転車等の放置の防止に関する条例」の施行に基づき、大垣駅周辺の自転

車駐車場の有人・有料化と併せて、自転車等の放置禁止区域、放置整理区域を指定し、路上での放置自

転車対策を強化した。 

その他の区域を含め、自転車駐車場の利用など安全な自転車利用を呼びかけるとともに、きれいです

みよい町並みの維持のため、放置自転車の減少に向けた取り組みを実施している。 

 

 (3) 施設別利用状況 

区 分 

利用台数 
使用料 

(千円) 
定期利用 一時利用 

自転車 原付等 小計 自転車 原付等 小計 

駅 西 7,659台 526台 8,185台 67,831台 5,392台 73,223台 19,986  

駅 東 8,368  - 8,368  49,275  - 49,275  17,620  

駅 北 13,405  244  13,649  46,729  2,888  49,617  25,306  

計 29,432 770  30,202  163,835  8,280  172,115  62,912  

 

区域の区分 措 置 の 内 容 

放 置 禁 止 区 域 
警告書等で命じた上で放置されている場合、自転車等を直ちに移動し、保管でき

る。 

放 置 整 理 区 域 
警告書等で命じた上で2時間を超えて放置されている場合、自転車等を移動し、

保管できる。 

上記以外の公共の 

場所にあたる区域 

警告書等で命じた上で7日間を超えて放置されている場合、自転車等を移動し、

保管できる。 
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市 街 地 開 発 事 業 
 

 

1 市街地再開発事業 

市街地再開発は、大きく分けて地方公共団体が主体となるものと、地権者や民間デベロッパー等が主体と

なるものとがあり、各地区の実情に応じ進め方はさまざまである。 

再開発事業を進めるためには、地域住民の「良好なまちづくり」に向けた積極的な理解と協力が必要であ

り、こうした動きに呼応した民間主導型再開発事業への公的助成は、良好な市街地形成の観点から重要なこ

とである。 

市では民間主導型の再開発事業に対し、空地の確保や防災面での改善及び土地の高度利用といった側面

から、良好な市街地形成につながる再開発事業を支援してきた。 

平成8年3月には郭町2丁目地区再開発事業（共立中央ビル）が、平成10年4月には大垣駅南西に位置する国

鉄清算事業団用地の再開発事業により、分譲マンション、立体駐車場、ホテル及びテナント商業ビルが完成

し、中心市街地活性化に貢献した。 

大垣ビル（金蝶・丸運ビル含む）を含む大垣駅南地区において、平成18年から地権者と商工会議所まちづ

くり特別委員会との意見交換が行われ、「大垣駅南街区再開発計画」の合意形成が図られ、平成21年1月に

大垣駅南街区市街地再開発準備組合が設立された。平成22年9月に第1種市街地再開発事業の都市計画決定、

平成24年10月に事業計画の認可及び本組合の設立、施設建築物の実施設計や権利変換計画の作成を経て、平

成25年8月に権利変換計画の認可を受け、平成25年12月から施設建築物新築工事に着手した。 

平成26年5月に西棟第一期（駅西自転車駐車場）が、平成28年9月に北棟（住宅棟）、南棟（商業・業務棟）、

西棟第二期（駐車場棟）が、平成30年3月、同事業により生み出された公共空地を利用した大垣駅南街区広

場が完成し、都心居住の推進や、中心市街地活性化に貢献するとともに、市民や来訪者の憩いと潤いの場が

創出された。 

大垣駅南街区の南側の旧百貨店を含む大垣駅南前地区では、令和4年11月に大垣駅南前地区市街地再開発

準備組合が設立された。市では、令和6年4月に高度利用地区（大垣駅南前地区）及び大垣駅南前地区第一種

市街地再開発事業の都市計画決定を行った。現在、準備組合では組合設立に向けた手続きを進めている。 

郭町地区において、主要地方道大垣停車場線を挟んだ東街区及び西街区が再開発事業に向けた活動の促

進を図りながらも活動が停滞していた中、平成20年に入り、商工会議所まちづくり特別委員会が牽引役とな

り、郭町1丁目西街区再開発準備組合及び銀座商業協同組合、郭町一番街協同組合の3組合連携による「郭町

東西街区の一体的再開発」に向け合意形成が進み、平成22年11月に、「郭町東西街区準備組合設立協議会」

が発足した。 

令和元年5月には、「郭町東西街区市街地再開発準備組合」が設立されるとともに、土地区画整理事業も含

めた地区全体のまちづくりを検討するため「郭町東西街区準備組合設立協議会」が「郭町東西街区まちづく

り協議会」に改組されたが、その後、東と西に分かれ協議を行うため、令和6年2月に準備組合及び協議会が

解散された。現在は、東西に分かれた権利者により、新たに始まった協議に市も参加し、「まちの再生」に

向けて取り組んでいる。  
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2 区画整理事業 

 都市整備の主導的役割を果たしている土地区画整理事業は、特に土地区画整理法第 3条第 2項の規定に

基づく組合施行により、住民の理解と協力のもと年々進展し、これまでに 20組合、面積 182.9ha（犀川堤

外地の瑞穂・安八の面積を除く）の土地区画整理事業を行った。また、戦災復興事業として市施行で面積

169.8ha を行った。 

 

≪事業状況≫                            (令和 7年 4月 1日現在) 

区 
組 合 名 

設立許可 事  業 
事 業 費 施行面積 

減歩率 
摘  要 

分 年 月 日 年  度 公 共 合 算 

事 

 

 

 

業 

 

 

 

完 

 

 

 

了 

戦災復興事業 
閣議決定 

S20～S52 
千円 ㎡ % % 施行者 

S20.12.30 1,338,000 1,698,170 22.25 27.00 大垣市長 

木戸町字北浦 S39. 6.10 S39～S40 3,050 24,247 17.87 28.79 S40. 7.23 解 散 

南若森町第一 S40.  1.18 S39～S48 7,959 44,758 10.11 12.60 S48. 7.26 解 散 

牧 野 町 第 一 S40. 5.31 S40～S43 6,660 45,125 13.44 22.10 S43. 9.10 解 散 

南若森町第五 S41. 1.22 S40～S44 4,200 23,638 15.19 17.85 S44.11.10 解 散 

勝 山 南 部 S44. 2.22 S43～S48 47,471 64,187 15.54 24.70 S48. 7. 3 解 散 

南一色町江下 S44.12.25 S44～S48 20,185 36,818 16.02 18.83 S48. 4.25 解 散 

稲   葉   町 S46. 1.20 S45～S51 224,170 215,967 23.74 32.62 S51. 7. 6 解 散 

和 合 本 町 
S46. 3.30 S46～S48 8,573 9,009 11.01 15.77 S48. 7. 3 解 散 

分 家 団 地 

荒 尾 溜 池 
S46. 3.30 S46～S50 155,493 172,615 8.34 17.50 S50. 5.15 解 散 

南 第 一 

長 松 町 畑 間 S48.10.22 S48～S50 133,305 81,201 10.54 20.35 S50. 6.24  解 散 

昼 飯 町 S51.12.27 S51～S57 170,370 58,831 16.15 20.83 S57. 9. 2 解 散 

青 柳 町 S52. 5. 2 S52～S58 458,402 197,137 17.89 24.09 S58. 8. 3 解 散 

赤 坂 北 沖 S59. 4.27 S59～S62 277,345 38,190 14.99 23.07 S62.11.16 解 散 

南 若 森 北 S62. 8.25 S62～H 4 620,370 89,707 15.98 20.58 H 5. 3.31 解 散 

熊 野 町 S61. 5. 7 S61～H 7 1,150,950 181,247 10.15 14.91 H 8. 3.29 解 散 

和 合 北 部 S63. 6.29 S63～H 9 1,484,173 178,090 14.16 19.79 H10. 3.11 解 散 

和 合 本 町 H 5.11. 2 H 5～H10 474,182 48,665 12.32 18.81 H10.11. 9 解 散 

昼 飯 北 部 H 8. 1. 4 H 7～H13 561,265 52,357 18.74 28.58 H14. 3.15 解 散 

昼飯南部第一 
H 16. 12. 

9 
H16～H19 64,715 22,401 19.68 24.68 H20. 3.5 解 散 

犀川堤外地 S58.11.29 S58～H22 1,834,426 
(245,572) 

1,066,976 
65.00 65.00 

大垣市分 
H22. 8.31
瑞穂・大

垣・安八 

解 散 
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都 市 施 設 

 

1 都市計画道路 

  都市の骨格を形成し、都市の円滑な活動を支える都市計画道路は、人や車の交通機能を果たすのみでな

く、都市構造の形成誘導、都市における安全で快適な公共空間といった極めて多様な役割を有しており、

その機能性・効率性・安全性を重視した整備に努めなければならない。 

 このような観点から都市計画道路の整備は最も重要な施策の一つであり、広域幹線道路の機能を有す

る名神高速道路、東海環状自動車道や国道、そして隣接市町と接続する県道などの整備促進をはかるとと

もに市街地形成の根幹である都市内幹線道路についても早期完成を目指し、西濃地域の中心都市にふさわ

しい都市環境づくりに努めている。 

 

〇都市計画道路の多様な機能 

道  路  機  能 効  果  等 

交
通
機
能 

トラフィック 

機    能 

・自動車、自転車、歩行者等の通行サ

ービス 

・公共交通機関（バス等）の基盤形成 

・道路交通の安全確保 

・時間距離の短縮 

・交通混雑の緩和、輸送費の低減 

・交通公害の軽減、エネルギーの節約 
アクセス機能 

・沿道の土地、建物、施設等への出入

りサービス 

市 街 地 形 成 機 能 

・都市構造の誘導 

・都市の骨格形成 

・コミュニティ、街区の外郭形成 

・都市の基盤整備 

・生活基盤の拡充 

・土地利用の促進 

空 間 機 能 

・公共公益施設の収容 

・良好な居住環境の形成 

・防災機能の強化 

・電気、電話、ガス、上下水道等の収容 

・都市の骨格形成、緑化、通風、採光 

・避難路、消防活動、延焼防止 

 

〈東海環状自動車道〉 

東海環状自動車道は、愛知・岐阜・三重３県の諸都市を環状に連絡し、各高速道路等と広域的なネットワ

ークを形成する延長約 160㎞の高規格幹線道路である。東回り区間については、平成 17年度に開通し、西回

り区間の関広見ＩＣから新四日市ＪＣＴまでの延長約 77㎞については、早期の全線開通を目標に現在、事業

が進められている。大垣市内の区間については、大垣西ＩＣ～養老ＪＣＴ間が平成 24年 9月に開通し、大垣

西ＩＣ～大野神戸ＩＣ間(7.6km)は、令和元年 12月に開通しました。 
 

（1）都市計画道路の進捗率推移 

    区分 
 
年度    

計画延長 
A（ｍ） 

概成済延長 
B（ｍ） 

改良済延長 
C（ｍ） 

進 捗 率（％） 

改良済 
C/A 

改良済＋概成済 
(B+C)/A 

令和 2 年度 129,020 3,580 80,390 62.3 65.1 

令和 3 年度 123,610 3,580 80,390 65.0 67.9 

令和 4 年度 122,120 3,580 80,390 65.8 68.8 

令和 5 年度 122,120 3,580 80,390 65.8 68.8 

令和 6 年度 122,120 3,120 81,060 66.4 68.9 
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（2）都市計画道路の現状 

（令和 7年 4月 1日現在） 

路線番号 

路線名 

計画 整備延長(ｍ) 進捗率(％) 

区

分 

規

模 

番

号 

車線数 幅 員 区間延長 
概成済 

延長 

改良済 

延長 
改良済 

改良済＋ 

概成済 

(本) (ｍ) A(ｍ) B C C/A (B+C)/A 

1 3 1 東海環状自動車道 - 23.5 7,700 - - 0 0 

3 3 1 大垣駅南口線 - 25 2,760 - 830 30.1 30.1 

3 2 2 一般国道 21号線 - 32 9,730 - 9,730 100.0 100.0 

3 3 3 神 田 木 戸 線 4 25 680 - 680 100.0 100.0 

3 3 4 高 屋 藤 江 線 - 25 640 - 640 100.0 100.0 

3 3 5 南高橋神戸線 - 22～25 3,340 - 3,340 100.0 100.0 

3 3 6 大 垣 環 状 線 - 22 12,580 - 12,580 100.0 100.0 

3 3 7 寺 内 安 八 線 - 22 4,020 1,040 2,630 65.4 91.3 

3 3 8 静 里 中 島 線 - 22 5,110 - 940 18.4 18.4 

3 3 9 直 江 地 内 線 - 25 250 - 250 100.0 100.0 

3 3 10 古 宮 上 笠 線 - 25 5,630 - - 0 0 

3 3 11 南高橋横曽根線 - 22 7,690 - 7,690 100.0 100.0 

3 3 12 長 松 大 野 線 - 25 2,270 - - 0 0 

3 3 13 長 松 青 墓 線 4 25 2,150 - - 0 0 

3 3 14 俵町北切石線 - 20 860 - 510 59.3 59.3 

3 3 15 神 田 船 町 線 - 20 520 80 220 42.3 57.7 

3 3 16 西大垣久瀬川線 - 20 400 - 400 100.0 100.0 

3 3 17 東外側木戸線 2 20 910 - 910 100.0 100.0 

3 3 18 高 屋 桧 線 - 20 3,180 - 3,180 100.0 100.0 

3 3 19 神 田 神 戸 線 - 16～20 3,610 - 2,790 77.3 77.3 

3 3 20 新 町 林 線 - 20 1,180 - 910 77.1 77.1 

3 3 21 俵 町 羽 衣 線 - 20 1,270 - - 0 0 

3 3 22 新 町 寺 内 線 - 20 530 - - 0 0 

3 3 23 禾ノ森本今線 - 20 1,480 - - 0 0 

3 3 24 昼 飯 大 島 線 - 20 5,840 - 5,420 92.8 92.8 

3 3 25 大 垣 一 宮 線 - 22 2,230 - 1,130 50.7 50.7 

3 4 26 西大垣墨俣線 - 16 5,780 1,000 4,300 74.4 91.7 

3 4 27 東外側小野線 - 16 2,440 - 2,440 100.0 100.0 

3 4 28 三 塚 大 井 線 - 15 1,890 - 1,890 100.0 100.0 

3 4 29 神 田 高 渕 線 2 15 5,970 - 5,970 100.0 100.0 

3 4 31 静 里 栄 町 線 - 15 2,630 - - 0 0 

3 4 32 禾ノ森東前線 - 16 670 - - 0 0 

3 5 33 寺 内 長 松 線 2 12.5 5,320 - 5,320 100.0 100.0 

3 4 34 大垣駅北口線 2 20 1,100 - 1,100 100.0 100.0 

3 5 35 大 島 大 井 線 2 15 4,400 - 1,100 25.0 25.0 

3 3 100 大垣関ヶ原線 - 20 1,410 1,000 410 29.1 100.0 

3 5 103 表 佐 榎 戸 線 - 12 1,240 - 1,040 83.9 83.9 

3 4 300 墨俣輪之内線 2 16 2,710 - 2,710 100.0 100.0 

計 - - 122,120 3,120 81,060 66.4 68.9 

※）東海環状自動車道については、4車線の計画に対して 2車線供用のため未整備扱い。 
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2 公園緑地 

 

 公園をはじめまちの緑は、市民生活にゆとり・やすらぎ・うるおいをもたらす都市における貴重な「みど

りとオープンスペース」であり、大気の浄化やヒートアイランド現象の緩和などの都市環境の改善、生き物

を育む自然環境の向上、まちに季節感を与える景観の形成などの機能を有している。 

また、自然とふれあうことで子どもの創造力を育むとともに、コミュニティの醸成や健康づくりなどレク

リエーション活動の場、災害時の避難場所などの役割を担っており、市民生活に密着した重要な施設である。 

 本市では、平成 30年に改訂した「大垣市みどりの基本計画」に基づき、公園緑地の整備および再整備を進

めている。 

 

(1)  市民１人当たりの公園面積 

都市公園法施行令第 1 条の 2 において、「都市公園の住民 1 人当たりの敷地面積の標準は 10 ㎡以上とし、

当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民 1人当たりの敷地面積の標準は 5㎡以上とする」と規定

されている。 

なお、本市の現状は次の表のとおりである。 

        （令和 7年 4月 1日現在） 

都市計画 
区域内人口 

   （人） 

一人当り 
必要面積 
   （㎡） 

必要面積 
  （ha） 

 

都市計画公園 都市公園 合  計 

面積 ha 
（箇所） 

一人当り 

 （㎡） 
面積 ha 
（箇所） 

一人当り 

 （㎡） 
面積 ha 
（箇所） 

一人当り 

 （㎡） 

151,771 10.00 151.77 

計画 
76.32 
(70) 

5.03 
46.69 
(124) 

3.07 
123.01 
(194) 

8.10 

開設済 
51.60 
(69) 

3.40 
46.69 
(124) 

3.07 
98.29 
(193) 

6.47 

 

開 設 済 
公 園 総 面 積 
及 び 箇 所 数 

都市計画公園 都市公園 市単独公園 緑 地 広 場 合 計 

面積 ha 
（箇所） 

面積 ha 
（箇所） 

面積 ha 
（箇所） 

面積 ha 
（箇所） 

面積 ha 
（箇所） 

面積 ha 
（箇所） 

51.60 
(69) 

46.69 
(124) 

47.63 
(20) 

2.14 
(82) 

0.97 
(6) 

149.03 
(301) 

 

(2) 公園一覧表 

（都市計画公園） 

番
号 

公園 

番号 
公園名称 

計画決定 

年 月 日 

計画 

面積 

ha 

供用開始 

年 月 日 

開園 

面積 

ha 

所在地 主 な 施 設 

1 2.2.1 室町公園 S49. 3.16  0.27 S33.12. 1  0.27  室町 1-84 
遊具、広場、便所、園

内灯 

2 2.2.2 木戸公園 S62.12.21  0.46 S23. 4. 1  0.46  木戸町 2-113 
遊具、広場、便所、園

内灯、ﾓﾆｭﾒﾝﾄ 

3 2.2.3 藤江公園 S49. 3.16  0.15 S34. 3.31  0.15  藤江町 2-191 
遊具、広場、便所、園

内灯 

4 2.2.4 栗屋公園 S49. 3.16  0.04 S35. 5. 1  0.04  栗屋町 30 
遊具、広場、園内灯、

自噴井 

5 2.2.5 見取公園 S49. 3.16  0.06 S45. 3.31  0.06  見取町 4-7 
遊具、広場、便所、園

内灯 

6 2.2.6 馬場町公園 S49. 3.16  0.05 S35. 5. 1  0.06  馬場町 54 遊具、広場、園内灯 
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番
号 

公園 

番号 
公園名称 

計画決定 

年 月 日 

計画 

面積 

ha 

供用開始 

年 月 日 

開園 

面積 

ha 

所在地 主 な 施 設 

7 2.2.7 室村公園 S49. 3.16  0.03 S35. 3.10  0.03  室本町 1-63 遊具、広場、園内灯 

8 2.2.8 神田公園 S49. 3.16  0.03 S52. 3.31  0.03  神田町 2-44 広場、園内灯 

9 2.2.9 若森公園 S49. 3.16  0.04 S36. 4.10  0.04  南若森町 665-4 広場 

10 2.2.10 丸の内公園 H28. 4.27  0.22 R 2. 3.30  0.23  丸の内 2-79-1 
広場、園内灯、ベン

チ、樹木 

11 2.2.11 船町公園 S49. 3.16  0.17 S36. 3.23  0.16  船町 1-28 
遊具、噴水、東屋、

便所、園内灯 

12 2.2.12 栄町公園 S49. 3.16  0.29 S43. 3.31  0.29  綾野町 3504-256 
遊具、広場、便所、

園内灯 

13 2.2.13 牧野公園 S49. 3.16  0.20 S44. 3.31  0.14  牧野町 3-177 
遊具、広場、便所、

園内灯 

14 2.2.14 南公園 S49. 3.16  0.10 S44. 3.31  0.07  南頬町 4-2-1 遊具、便所、園内灯 

15 2.2.15 浅草公園 S49. 3.16  0.10 S45. 1.23  0.06  浅草 1-266 遊具、便所 

16 2.2.16 三本木公園 S49. 3.16  0.10 S44.12. 1  0.09  三本木 4-42 遊具、広場 

17 2.2.17 赤坂公園 H13. 3.13  0.22 S45. 3.31  0.21  赤坂町 3347-1 

遊具、広場、便所、

園内灯、築山、せせ

らぎ 

18 2.2.18 中川公園 S49. 3.16  0.05 S45. 3.31  0.14  中川町 2-190-1 遊具、便所、園内灯 

19 2.2.19 羽衣公園 S49. 3.16  0.25 S46. 3.31  0.28  花園町 3-1-4 
遊具、広場、便所、

園内灯 

20 2.2.20 若森第５公園 S49. 3.16  0.10 S46. 3.31  0.07  南若森町 405-2 遊具、園内灯 

21 2.2.21 宝和公園 S49. 3.16  0.11 S46. 3.31  0.11  宝和町 4 
遊具、広場、便所、

園内灯 

22 2.2.22 勝山公園 S49. 3.16  0.19 S46. 3.31  0.23  荒尾町 40 
遊具、広場、便所、

園内灯 

23 2.2.23 稲葉第１公園 S49. 3.16  0.21 S48. 3.31  0.22  稲葉西 1-34 
遊具、広場、便所、

園内灯 

24 2.2.24 稲葉第２公園 S49.10.18  0.14 S49. 3.31  0.14  稲葉北 2-35 
遊具、広場、便所、

園内灯 

25 2.2.25 寺内公園 S49. 3.16  0.18 S50. 3.31  0.18  寺内町 4-94-1 
遊具、広場、便所、

園内灯 

26 2.2.26 綾野公園 S49. 3.16  0.19 S50. 3.31  0.19  綾野 1-2700-7 
遊具、広場、便所、

園内灯 

27 2.2.27 畑間公園 S49.10.18  0.19 S52. 3.31  0.19  新長松 3-4 遊具、広場、園内灯 

28 2.2.28 玉池南公園 S49.10.18  0.15 S51. 3.31  0.15  古知丸 3-29 遊具、広場、園内灯 

29 2.2.29 稲葉第３公園 S50.12.16  0.22 S51. 3.31  0.22  稲葉東 3-7 
遊具、広場、便所、

園内灯 

30 2.2.30 林第１公園 S50.12.16  0.06 S51. 3.31  0.07  林町 5-60-2 
遊具、広場、便所、

園内灯 

31 2.2.31 矢道公園 S51. 7.22  0.17 S49. 8.17  0.17  矢道町 2-219 遊具、広場、便所 

32 2.2.32 南切石公園 S51. 7.22  0.06 S53. 3.31  0.07  南切石町1-78-6 
遊具、広場、便所、

園内灯 

33 2.2.33 中曽根公園 S53. 3.30  0.13 S54. 3.20  0.13  中曽根町 70 遊具、広場、便所 
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34 2.2.34 西木戸公園 S54. 4. 5 0.05 S55. 4. 1 0.04 木戸町 1095-2 遊具、広場、便所 

35 2.2.35 青柳第１公園 H21.10.22 0.18 S55. 4. 1 0.18 青柳町 2-317 
遊具、広場、便所、園

内灯 

36 2.2.36 昼飯公園 S54. 4. 5 0.10 S55. 4. 1 0.11 昼飯町 190-3 
遊具、広場、便所、園

内灯 

37 2.2.37 青柳第２公園 S55. 3.24 0.17 S56. 5.25 0.17 青柳町 1-278 
遊具、広場、便所、園

内灯 

38 2.2.38 青柳第３公園 S55. 3.24 0.16 S57.12.25 0.16  青柳町 4-1 広場 

39 2.2.39 長松公園 S57. 3.25 0.08 S55.12.25 0.08  長松町 847-91 
遊具、広場、便所、園

内灯 

40 2.2.40 新綾野公園 S58.10.11 0.11 S58. 2. 1 0.11  綾野 5-125-4 
遊具、広場、便所、園

内灯 

41 2.2.41 波須公園 S60. 4. 1 0.08 S62. 4.21 0.08 波須 1-407-1 
遊具、広場、便所、園

内灯 

42 2.2.42 きたおき公園 S61. 4. 1 0.12 S62. 4.21 0.12 赤坂町 6035 
遊具、広場、便所、園

内灯 

43 2.2.43 八島公園 S61. 4. 1 0.12 S63. 2. 5 0.12 八島町 2622 
遊具、広場、便所、園

内灯 

44 2.2.44 南若森ふれあい公園 S61.12.23 0.53 H 2. 3.31 0.53  南若森町 496-4 
遊具、広場、便所、園内

灯、東屋 

45 2.2.45 くまの南公園 S63. 3.23 0.27 H元.3.31 0.27  熊野町 2-18 
遊具、広場、便所、

園内灯 

46 2.2.46 久瀬川公園 S63.10.24 0.10 H元.3.31 0.10  久瀬川町 7-5-9 
遊具、広場、便所、

園内灯 

47 2.2.47 加賀野名水公園 H元.3.31 0.17 H 3. 3.31 0.17  加賀野 1-121-1 
遊具、広場、便所、園内

灯、せせらぎ 

48 2.2.48 南若森北公園 H元.3.31 0.21 H 2. 3.31 0.21  南若森町 2-86 
遊具、広場、便所、

園内灯 

49 2.2.49 開発公園 H 2. 3.22 0.23 H 3. 3.31 0.23  開発町 5-2-1 
遊具、広場、便所、

園内灯 

50 2.2.50 西沖公園 H 2. 3.22 0.15 H 3. 3.31 0.15  河間町 4-32-1 
遊具、広場、便所、

園内灯 

51 2.2.51 くまの北公園 H 3. 3.22 0.27 H 4. 3.31 0.27  熊野町 4-94 
遊具、広場、便所、

園内灯 

52 2.2.52 池尻公園 H 3. 3.22 0.12 H 4. 3.31 0.12  池尻町 1535-1 
遊具、広場、便所、

園内灯 

53 2.2.53 長松新田公園 H 4. 4. 3 0.23 H 5. 3.31 0.23  長松町 1036 
遊具、広場、便所、

園内灯、東屋 

54 2.2.54 津布良公園 H 4. 4. 3 0.30 H 5. 3.31 0.30  津村町 1-45-13 
遊具、広場、便所、園内

灯、東屋 

55 2.2.55 多芸島公園 H 5. 3.26 0.11 H 6. 3.31 0.11  多芸島 2-428 
遊具、広場、便所、

園内灯 

56 2.2.56 内原公園 H 5. 3.26 0.20 H 7. 3.31 0.20  内原 2-110-1 
遊具、広場、便所、

園内灯、築山、東屋 

57 3.3.1 西公園 S58.10.11 1.70 S40.10. 1 1.70  日の出町 2-69-1 

ﾃﾆｽｺー ﾄ、遊具、便所、園

内灯、藤棚、噴水、親水

広場、せせらぎ 

58 3.3.2 杭瀬川公園 H26. 7.31 1.70 S41. 3.31 1.70  静里町 1761-1 広場、園内灯、便所 

59 3.3.3 玉池公園 S58.10.11 1.50 S47. 3.31 1.50  荒尾玉池 1-61 

池、噴水、遊具、芝

生広場、便所、園内

灯 

60 3.3.4 和合北公園 H 8. 3.22 1.10 ― ―  開発町 1-13-1 ― 
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61 4.3.1 大垣公園 S58.10.11 3.10 S33.12. 1 3.10  郭町 2-53 

大垣城、大垣城ホール、遊

具、芝生広場、噴水、東

屋、便所、園内灯 

62 4.4.2 東公園 H21. 3.11 7.60 S36. 3.31 1.50  緑園 1 

遊具、築山、便所、

園内灯、噴水、芝生

広場、せせらぎ 

63 4.4.3 笠木公園 S58.10.11 8.20 S42. 3.31 0.30  笠木町 95 
遊具、広場、便所、

園内灯、東屋 

64 4.4.4 北公園 S58.10.11 8.00 S36. 7. 5 4.92  八島町 2247 

野球場、陸上競技

場、相撲場、便所、

園内灯、時計塔 

65 4.4.5 三城公園 S58.10.11 4.30 S48. 3.31 4.00  加賀野 5-49-1 

野球場、テニスコート、

プール、遊具、便所、園

内灯、噴水、芝生広場 

66 4.4.6 赤坂スポーツ公園 H21.10.22  4.40 H 5. 3.31  4.40  草道島町 40-1 

多目的運動広場、藤棚、

テニスコート、噴水、 

屋内ゲートボール場、遊

具、時計塔、便所 

67 5.5.1 南一色公園 S58.10.11 12.30 S42. 3.31  6.11  南一色町 224-13 
野球場、園路、広場、分

区園 

68 6.5.1 浅中公園 H21.12.25 12.90 S62.10. 1 12.83  浅中 2-11-1 

陸上競技場、野球場、ソ

フトボール場、便所、芝

生広場、園内灯 

69 401 墨俣一夜城址公園 S48.12.27  0.19 S49. 6. 1  0.19  墨俣町墨俣 1742-1 
資料館、便所、ベンチ、

園内灯 

70 402 墨俣西公園 S57. 3.26  0.34 S58. 3.31  0.34  墨俣町二ツ木 38-1 
遊具、広場、園内灯、水

飲場、藤棚 

 計    76.32   51.60   

 

（都市公園） 

公
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  1 世安公園 S38. 3.31 0.05 世安町 2-33-1 遊具、広場、便所、園内灯 

  2 木戸北浦公園 S41.10. 1 0.08 木戸町 1255 遊具、広場、便所、園内灯 

  3 西之川公園 S46. 3.31 0.06 西之川町 1-233 遊具、広場、園内灯 

  4 西崎公園 S47. 3.31 0.04 西崎町 1-77 遊具、園内灯 

  5 禾森公園 S47. 3.31 0.06 禾森町 4-11 遊具、広場 

  6 加賀野公園 S47. 3.31 0.05 加賀野 3-552-25 遊具、広場、園内灯 

  7 見取第１公園 S46. 3.31 0.03 見取町 3-48 遊具、園内灯 

  8 錦町公園 S46.12.25 0.02 錦町 10 遊具、園内灯 

  9 築捨公園 S47. 8.10 0.09 築捨町 1-176 遊具、広場、便所、園内灯 

 10 禾森会館公園 S47.10. 4 0.04 禾森町 3-2127-1 遊具、広場 

 11 南若森公園 S49. 1.18 0.06 南若森町 1-47 遊具、広場、園内灯 
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 12 日新公園 H 5. 3.31 0.15 入方 2-155 遊具、広場、便所、園内灯、東屋 

 13 あずま公園 S49. 3.31 0.09 東町 2-78 遊具、広場、便所、園内灯 

 14 榎戸公園 S50. 2.10 0.14 榎戸町 1-157 遊具、広場、便所、園内灯 

 15 文化公園 S50. 3.31 0.63 室本町 5-51 庭園、モニュメント 

 16 新長沢公園 S51. 1.16 0.08 新長沢町 2-34 遊具、広場、園内灯 

 17 興福地公園 S55. 3.25 0.15 興福地町 1-63-2 遊具、広場、園内灯 

 18 青墓公園 S56. 5. 1 0.18 青墓町 1-362-2 遊具、広場、便所 

 19 昼飯第２公園 S56.12.25 0.06 昼飯町 76-9 古墳 

 20 畑間第２公園 S59. 6. 7 0.05 新長松 2-33 遊具、広場 

 21 六社公園 S61.10. 1 0.09 木戸町 957-100 遊具、広場、便所、園内灯 

 22 和合公園 S63. 3.11 0.20 大島町 2-1 遊具、広場、便所、園内灯 

 23 深池公園 H元. 3.31 0.26 深池町 562-2 遊具、広場、便所、園内灯 

 24 六社第２公園 H元. 6. 1 0.05 木戸町 957-107 広場、園内灯 

 25 外渕公園 H 3. 3.31 0.14 外渕 2-31-1 遊具、広場、便所、園内灯 

 26 青野公園 H元. 3.31 0.16 青野町 839 遊具、広場、便所、園内灯 

 27 室村第２公園 H 6. 3.31 0.06 室村町 4-40-19 遊具、広場、園内灯 

 28 和合中央公園 H 7. 3.31 0.19 開発町 5-86-1 遊具、広場、便所、園内灯、東屋 

 29 横曽根公園 H 7. 3.31 0.22 横曽根 2-157-1 
遊具、広場、便所、園内灯、築山、

東屋 

 30 曽根城公園 H 7. 3.31 1.90 曽根町 1-716-1 

芝生広場、池、春日局碑、 

花しょうぶ池、遊具、便所、園内

灯 

 31 杭瀬川スポーツ公園 H 7. 8.12 15.00 野口町 1654-1 

ｻｯｶｰ場、野球場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場、 

芝生広場、水生湿性植物観察ｿﾞｰ

ﾝ、野鳥観察ゾーン、橋下広場 

 32 外花公園 H 8. 3.29 0.15 外花 2-59-1 遊具、広場、便所、園内灯、東屋 

 33 ソフトピアＡ緑地 H 8. 3.29 0.12 加賀野 4-1-8 緑地、園内灯 

 34 ソフトピアＢ緑地 H 8. 3.29 0.12 加賀野 4-1-15 緑地、園内灯 

 35 ソフトピアＣ緑地 H 8. 3.29 0.11 小野 4-35-9 緑地、園内灯 

 36 ソフトピアＤ緑地 H 8. 3.29 0.14 小野 4-66-6 緑地、園内灯 

 37 江東公園 H 8. 8. 2 0.18 浅草 2-16 
遊具、芝生広場、便所、園内灯、

東屋、時計塔 

 38 島里公園 H 9. 3.31 0.16 島里 2-57 遊具、広場、便所、園内灯、東屋 
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 39 南頬公園 H 9. 3.31 0.05 南頬町 3-87 遊具、広場、園内灯 

 40 和合本町公園 H10. 3.31 0.16 和合本町 1-804 遊具、広場、便所、園内灯、東屋 

 41 南一色北公園 H10. 3.31 0.07 南一色町 376-9 遊具、広場、園内灯 

 42 くすのき台公園 H11. 8.31 0.11 南一色町 683-11 遊具、広場、園内灯、東屋 

 43 十六公園 H12. 3.31 0.10 十六町 437-1 遊具、広場、東屋 

 44 本今公園 H12. 3.31 0.15 本今 4-83-1 
遊具、広場、便所、東屋、時計塔、

せせらぎ 

 45 昼飯北公園 H13. 3.30 
 

0.16 
昼飯町 2084 遊具、広場、東屋、時計塔 

 46 今宿公園 H14. 3.29 0.11 今宿 2-164-4 遊具、園内灯、東屋、せせらぎ 

 47 荒川公園 H15. 3.31 0.10 荒川町 204-1 遊具、広場、便所、園内灯、東屋 

 48 宿地公園 H16. 3.31 0.11 宿地町 1079-1 遊具、広場、園内灯、東屋、噴水 

 49 赤坂西公園 H18. 3.31 0.10 赤坂町 4130-1 東屋、ベンチ、園内灯 

 50 
美濃国分寺跡 

歴史公園 
S55. 3.31 5.40 青野町字八反田 1240 芝生広場、池、国分寺跡、園内灯 

 51 墨俣中央公園 H18. 3.18 0.13 墨俣町墨俣 465 
遊具、小広場、園内灯、樹木、ベ

ンチ 

 52 楽田ふれあい公園 H20. 3.31 0.32 楽田町 8-8-1 遊具、広場、便所、園内灯 

 53 岩巣公園 H20. 3.31 1.10 赤坂町 4608-1 園路、案内板 

 54 第一女子高跡広場 H20. 3.31 0.09 領家町 3-91 
小広場、園内灯、樹木、ベンチ、

モニュメント 

 55 さい川さくら公園 H17. 3.31 8.47 墨俣町さい川堤外地 広場、園路、池、駐車場 

 56 内原ふれあい公園 H21. 3.31 0.16 内原 1丁目 80の一部 遊具、広場、便所、園内灯 

 57 釜笛公園 H元. 6. 1 0.07 釜笛 1-102 遊具、広場、便所 

 58 赤坂本陣公園 H元.12. 1 0.15 
赤坂町 251-1 

赤坂町 250-1 
広場、便所、園内灯 

 59 木戸南公園 H 2.10.12 0.02 木戸町字六社 957-163 小広場、樹木、ベンチ、水飲 

 60 南若森第２公園 H 5. 3.31 0.06 南若森町 3丁目 20 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 61 荒尾町西野々公園 H11. 4. 1 0.06 荒尾町字西野々944-11 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 62 神明公園 H12.10. 2 0.02 神明 1丁目 16-14 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 63 林町第２公園 H13. 2.13 0.01 林町 10丁目 1339-9 小広場、樹木、ベンチ 

 64 直江町立条公園 H13. 3. 9 0.03 直江町字立条 435-1 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

水飲 
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 65 東前公園 H14. 5.21 0.02 東前 1丁目 30-28 
小広場、樹木、ベンチ、園内

灯、水飲 

 66 緑園公園 H14. 7. 1 0.03 緑園 28-59 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

水飲 

 67 恵比寿町北公園 H14.12.17 0.03 恵比寿町北 7丁目 1-42 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

水飲 

 68 静里町村中公園 H16. 3.15 0.02 静里町村中 1245-14 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

水飲 

 69 あおぞら公園 H16. 5.12 0.06 荒尾町字瀬々垣 1618-49 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

水飲、井戸、せせらぎ 

 70 みどりの街第１公園 H17. 7. 7 0.06 木戸町字川北 166-9 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

パーゴラ、遊具 

 71 みどりの街第２公園 H17. 7. 7 0.04 南一色町字六反田 558-7 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

パーゴラ、遊具 

 72 みどりの街第３公園 H17. 7. 7 0.03 南一色町字寅丸 619-168 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

遊具 

 73 長池公園 H21. 3.31 0.02 墨俣町墨俣字長池 499-1 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

遊具 

 74 旭町公園 H21. 3.31 0.01 墨俣町墨俣字上流 773-9 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

遊具 

 75 沼田第２公園 H21. 3.31 0.04 
墨俣町上宿字貝割 1028-

55 

小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

遊具 

 76 下宿新町公園 H21. 3.31 0.15 墨俣町上宿字出口 726-1 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

遊具 

 77 みどりの街東公園 H18. 9. 6 0.04 木戸町字万後 200-145 小広場、樹木、ベンチ 

 78 みどりの街南公園 H18. 9. 6 0.04 木戸町字万後 200-143 小広場、樹木、ベンチ 

 79 みどりの街西公園 H18. 9. 6 0.03 木戸町字万後 200-44 
小広場、樹木、ベンチ、水飲、遊

具 

 80 荒尾うるおひ公園 H22. 3.31 0.10 荒尾町字熊野西 1524-55 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 81 荒尾ふるさと公園 H22. 3.31 0.04 荒尾町字熊野西 1524-69 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 82 昼飯車塚公園 H22. 3.31 0.07 昼飯町 378-5 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

遊具 

 83 北方町がま広場 H22.11. 1 0.07 北方町 2丁目 81-2、3 
小広場、樹木、園路、がま、駐車

場 

 84 さくら公園 H23. 3.31 0.17 牧野町 4丁目 120-1 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具 

 85 昼飯南公園 S63. 3.31 0.26 昼飯町 412-1 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具 

 86 貝曽根いづか公園 H24. 3.24 0.17 貝曽根町 14-1 広場、樹木、遊具、便所、園内灯 

 87 鶴見町ポケットパーク H20. 8. 7 0.02 鶴見町字鶴見 96-19 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

防火水槽 

 88 
北方町３丁目ポケットパ

ーク 
H21.10. 8 0.02 北方町 3丁目 59-13 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 89 さい川東公園 H21.11. 1 0.16 墨俣町さい川 17 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 
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 90 
赤坂新町２丁目ポケット

パーク 
H21.12. 9 0.03 

赤坂新町 2丁目 

18-11 

小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

防火水槽 

 91 
木戸町川南ポケットパー

ク 
H21.12. 9 0.03 木戸町字川南 29-17 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 92 昼飯大塚古墳歴史公園 H25. 3.31 1.27 昼飯町 175 
小広場、樹木、ベンチ、園内灯、

古墳 

 93 外渕南公園 H25. 3.24 0.13 外渕 1丁目 65-1 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具、東屋 

 94 和合新町ふれあい公園 H25. 3.31 0.34 和合新町 1丁目 4 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、東

屋、便所、せせらぎ 

 95 
三本木桜花台 

ポケットパーク 
H22.12.25 0.03 三本木 2丁目 12-43 小広場、樹木、ベンチ、防火水槽 

 96 
和合本町２丁目 

ポケットパーク 
H23.12.20 0.02 和合本町 2丁目 13番 4 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 97 
中川町２丁目ポケットパ

ーク 
H23.12.20 0.02 中川町 2丁目 61番 13 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

 98 
室村町１丁目ポケットパ

ーク 
H24. 5.10 0.02 室村町 1丁目 42-24 樹木、ベンチ、園内灯 

 99 横曽根工業団地東緑地 H25. 3.11 0.14 横曽根 3丁目 88-1 
小広場、遊具、樹木、ベンチ、園

内灯 

100 横曽根工業団地西緑地 H25. 3.11 0.11 横曽根 2丁目 49-1 樹木、ベンチ、園内灯 

101 切石公園 H16. 3.31 0.05 切石町 1丁目 60 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具、バーゴラ 

102 むろみ公園 H28. 3.31 0.15 室村町 3丁目 123番 1 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具 

103 
赤坂新町 2丁目南 

ポケットパーク 
H25.11.11 0.02 赤坂新町 2丁目 18-59 樹木、ベンチ、園内灯 

104 
ガーデンテラス 

大垣駅北公園 
H26. 3.10 0.15 林町 6丁目 80-81 樹木、ベンチ、園内灯 

105 
ガーデンテラス大垣 

駅北コミュニティパーク 
H26. 3.10 0.03 林町 6丁目 80-82 樹木、ベンチ、園内灯 

106 昼飯東公園 H29. 1.17 0.46 昼飯町字牧野 395-3 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具、便所 

107 宇留生公園 H29. 3. 9 0.14 荒尾町字久保 1422番 7 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具 

108 枝郷 3丁目ポケットパーク H26. 5. 9 0.02 枝郷 3丁目 16-15 樹木、園路、園内灯 

109 
北方町 3丁目北 

ポケットパーク 
H27. 5.13 0.02 北方町 3丁目 57-18 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

110 
墨俣町二ツ木ポケットパ

ーク 
H28. 3. 7 0.02 墨俣町二ツ木 233－9 小広場、ベンチ、樹木、園内灯 

111 安井ふれあい公園 H30. 2.26 0.15 東前 3丁目 6 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、東

屋、遊具、災害トイレ 

112 外渕 2丁目ポケットパーク H28.12. 7 0.02 外渕 2丁目 65番 9 小広場、樹木、ベンチ、園内灯 

113 池尻町南ポケットパーク H30. 3. 9 0.02 池尻町字大下 1108番 1 樹木、ベンチ、園内灯 

114 外渕東公園 R 2. 3.31 0.47 外渕 4丁目 9番 1 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、東

屋、遊具、災害トイレ 
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115 東前 2丁目ポケットパーク H30.10. 9 0.02 東前 2丁目 19番 18 
樹木、ベンチ、園内灯、パーゴラ、

水飲 

116 綾野ふれあい公園 R 3. 3.31 0.05 綾野 1丁目 2796番 1 
広場、樹木、ベンチ、園内灯、遊

具 

117 
領家町 2丁目ポケットパー

ク 
R元. 5.14 0.02 領家町 2丁目 48番 14 樹木、ベンチ、園内灯、水飲 

118 
荒尾町西瀬古ポケットパ

ーク 
R 2. 3.27 0.02 荒尾町 1069番 23 樹木、ベンチ、園内灯 

119 
河間町 3丁目ポケットパー

ク 
R 2. 3.27 0.02 河間町 3丁目 64番 9 樹木、ベンチ、園内灯 

120 平東公園 R 5. 3.28 0.04 平町字川向 669番 1 
遊具、ベンチ、広場、園内灯、 

水飲 

121 青野自然公園 R 5. 3.31 2.23 青野町字山田 490番 1 テーブルベンチ 

122 
静里町下塩田 

ポケットパーク 
R 2. 6. 8 0.02 静里町字下塩田1279番15 樹木、ベンチ、園内灯 

123 
墨俣町二ツ木北 

ポケットパーク 
R 2. 9. 7 0.02 

墨俣町二ツ木村中 

108番 13 
樹木、ベンチ、園内灯 

124 
南一色木之下 

ポケットパーク 
R 3.11.12 0.02 南一色字木之下 285番 9 樹木、ベンチ、園内灯、水飲み 

 計   46.69     

 

(市単独公園)  （都市計画決定あるいは開園告示されていないが、都市公園としての機能を有するもの） 

番
号 

公園名称 供用開始 
開園 
面積 
ha 

所 在 地 主  な  施  設 
担
当
課 

1 南公園運動場 S49. 7. 1 3.12 禾森町 6-1468-4 
野球場、サッカー場、 
管理棟、ゲートボール場、 
テニスコート、便所 

社
会
教
育
ス
ポ
ー
ツ
課 

2 青少年憩いの森 S54. 3.31 0.87 青墓町 972-1 散策道、東屋、便所、園内灯 

3 総合体育館 S55. 2.11 3.81 加賀野 4-62 
体育館、テニスコート 
芝生広場、便所、園内灯 

4 野外活動センター S57. 4. 1 0.71 青墓町 982 
芝生広場兼キャンプ場、 
便所、園内灯、管理事務所 

5 多良峡森林公園 S55. 2.11 18.00 上石津町下多良 871-1 
吊り橋、林内歩道、休憩所、便
所 農

林
課 6 

一之瀬ポケットパー
ク 

S57. 4. 1 0.26 
上石津町一之瀬 1220-
1 

シェルター、便所、間伐材利用
施設 

7 
奥の細道むすび 
の地公園 

H24. 4. 8 0.13 船町 2丁目 26-2 広場、樹木、園内灯 

商
工
観
光
課 

8 藤江高架下公園 S58. 8.10 0.29 
林町 1丁目 140-9 
国道 258号線 

遊具、ゲートボール場、 
広場、集会所、便所、園内灯 公

園
み
ど
り
課 

9 貴船広場公園 S59. 4. 1 0.06 東外側町 1-32 
滝、噴水、親水ステージ、 
シェルター、樹木 

10 四季の広場公園 S61. 4. 1 0.46 馬場町 159 
小広場、樹木、虹の橋、滝、 
東屋、園内灯 
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開園 
面積 
ha 

所 在 地 主  な  施  設 
担
当
課 

11 
赤坂跨線橋下 
東公園 

S64. 1. 6 0.09 
赤坂大門 2丁目 86-2 
赤坂垂井線 

遊具、広場、便所、園内灯、ゲ
ートボール場 

公
園
み
ど
り
課 

12 
赤坂跨線橋下 
西公園 

S64. 1. 6 0.13 
赤坂町 836-2 
赤坂垂井線 

遊具、広場、便所、園内灯、ゲ
ートボール場 

13 福田公園 H元. 3.31 4.11 福田町 479 多目的広場、アーチェリー場 

14 河間跨線橋下公園 H 5.12.31 0.15 
河間町 5丁目 495-3 
池尻大島 1号線 

広場、便所 

15 笠木高架橋下公園 H 8. 4.17 0.13 
笠木町400-1 
国道21号線 

遊具、広場、園内灯 

16 割田高架下公園 H11. 1.25 0.17 
割田 1丁目 250-12 
大垣環状線 

遊具、広場、便所、園内灯 

17 
かみいしづ 
緑の村公園 

S57. 5. 2 15.01 
上石津町前ケ瀬 
上多良入会小倉 1-1 

小広場、樹木、ベンチ、 
園内灯、遊具 

18 スマイルプラザ H 2. 3.31 0.09 高屋町 1丁目 79 樹木、ベンチ、園内灯 

19 
長松町杉ノ下ポケ
ットパーク 

R 5.11. 8 0.02 
長松町字杉ノ下 1153-
9 

ベンチ、園内灯、水飲み 

20 
入方1丁目ポケット
パーク 

R 6.12.17 0.02 大垣市入方1丁目 3-18 ベンチ・園内灯・水飲み 

 計   47.63      

 

（緑地） 

番号 緑  地  名 
開 設 
年月日 

 開設 
 面積 
 ㎡ 

所 在 地 主 な 施 設 

 1 十六町孫六緑地 H13. 1.31 565.00 十六町 1242-13 小広場、樹木 

 2 新馬場町緑地 S57. 4. 1 127.99 新馬場町 5-1 小広場、樹木、藤棚、遊具 

 3 日の出町２丁目緑地Ｂ S57. 4. 1 29.90 日の出町 2-42-1 樹木 

 4 桧町笠毛緑地 S58.11.14 104.52 桧町 784-17 小広場、樹木、ベンチ 

 5 室駅前緑地 S61. 3.31 93.55 木戸町 134-5 
小広場、樹木、藤棚、ベン

チ 

 6 東町緑地 S61.10.30 208.45 東町 1-60-2 小広場、樹木 

 7 荒尾町梅ヶ丘緑地 S61.12.19 232.67 荒尾町 1651-21 小広場、樹木 

 8 日の出町２丁目緑地Ａ S62. 3.31 603.70 日の出町 2-71 小広場、樹木、ベンチ 

 9 長松町緑地 H元. 3.31 525.00 長松町 1273-1 園路、樹木、園内灯 

10 金生山緑地 H 4. 4. 1 6,187.00 赤坂町 4524 樹木、花壇、駐車場 

11 竹島町緑地 H 7. 2. 1 148.59 竹島町 118-2 
小広場、樹木、ベンチ、水

飲 

12 静里町緑地 H 7. 4. 1 165.17 静里町 1018-2 樹木 

13 ソフトピア緑地Ａ―１ H 8. 3.29 159.97 加賀野 3-60-5 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯 

14 ソフトピア緑地Ａ―２ H 8. 3.29 224.75 今宿 6-52-6 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯 

15 ソフトピア緑地Ｂ―１ H 8. 3.29 160.00 加賀野 4-11-6 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯 
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16 ソフトピア緑地Ｂ―２ H 8. 3.29 217.74 今宿 6-52-8 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯 

17 ソフトピア緑地Ｂ―３ H 8. 3.29 217.75 今宿 5-1-6 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯 

18 ソフトピア緑地Ｅ―１ H 8. 3.29 309.37 加賀野 4-11-9 小広場、樹木 

19 ソフトピア緑地Ｅ―２ H 8. 3.29 132.90 今宿 6-7 樹木 

20 室村町３丁目緑地Ａ H 8. 8.20 326.81 室村町 3-74-13 樹木 

21 室村町２丁目緑地Ｂ H 8. 8.20 399.11 室村町 2-83-13 小広場、樹木 

22 室村町２丁目緑地Ｃ H 8. 8.20 34.29 室村町 2-83-30 樹木 

23 室村町２丁目緑地Ｄ H 8. 8.20 26.03 室村町 2-83-12 樹木 

24 ソフトピア緑地Ｆ H 8.12.20 176.63 中ノ江 2-33-3 樹木 

25 島町緑地 H 9. 4. 1 390.00 島町 170-1 樹木 

26 清水町緑地 H10. 3.20 220.00 清水町 71 

小広場、井戸舟、せせらぎ、

手押しポンプ、ベンチ、園

内灯 

27 宿地町箕輪緑地 H11.12. 3 178.58 宿地町 960-15 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯 

28 長松町高西緑地 H13. 3. 1 177.00 長松町 1100-3 小広場、樹木 

29 室村町４丁目緑地 H13. 5.11 182.66 室村町 4-42-49 樹木 

30 外渕緑地 H13.12.11 173.96 外渕 1-404-9 
小広場、樹木、ベンチ、水

飲 

31 荒尾町東牧野緑地 H14.12.17 292.65 荒尾町 1731-43 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯、水飲 

32 荒尾町瀬々垣緑地 H14.12.17 483.64 荒尾町 1640-7 樹木、照明灯 

33 名水大手いこ井の泉緑地 H15.12.25 113.22 郭町 2-11 
井戸、せせらぎ、樹木、草

木 

34 久徳町緑地 H16. 6.20 151.00 久徳町 289-13 
小広場、樹木、ベンチ、園

内灯、水飲 

35 三津屋町２丁目緑地Ａ H16.10.14 285.00 三津屋町 2-209-8 

小広場、樹木、ベンチ、園

内灯、水飲、パーゴラ、噴

水 

36 三津屋町２丁目緑地Ｂ H16.10.14 38.00 三津屋町 2-209-11 樹木、園内灯 

37 三津屋町２丁目緑地Ｃ H16.10.14 45.00 三津屋町 2-209-12 樹木 

38 みどりの街第１コモン広場 H17. 7. 7 31.00 南一色町 619-167 樹木、園内灯 

39 みどりの街第２コモン広場 H17. 7. 7 89.00 南一色町 558-16 樹木、園内灯 

40 みどりの街第３コモン広場 H17. 7. 7 39.00 南一色町 558-59 樹木、園内灯 

41 みどりの街第４コモン広場 H17. 7. 7 163.00 木戸町 166-10 樹木、園内灯 

42 うるおひの丘東並木道 H20. 3.31 221.00 荒尾町字熊野西 1524-57 樹木、園内灯 

43 うるおひの丘西並木道 H20. 3.31 467.00 荒尾町字熊野西 1524-61 樹木、園内灯 

44 赤坂新町２丁目緑地 H21.12. 9 26.00 赤坂新町 2-23-18 地被類 

45 木戸町川北緑地 H21.12. 9 65.00 木戸町 121-2 樹木 

  

-373-



番号 緑  地  名 
開 設 
年月日 

開設面積 
㎡ 

所 在 地 主 な 施 設 

46 昼飯西緑地 H19. 3.31 687.00 昼飯町 2156 樹木 

47 室本町２丁目緑地  57.00 室本町 2-63 樹木 

48 旭町緑地  120.00 墨俣町墨俣 773-2 樹木 

49 八島町緑地   八島町 2396-5 樹木 

50 緑園緑地 H14. 7. 1 84.00 緑園 28-55 樹木 

51 栄町緑地  123.00 綾野町 3504-281 樹木 

52 三津屋町４丁目緑地   三津屋町 4-20-2 樹木 

53 さい川緑地 H21.11. 1 564.00 墨俣町さい川 204 樹木、広場 

54 荒尾うるおひの丘南散歩道 H20. 3.31 348.00 荒尾町 1524-89 緑道 

55 荒尾うるおひの丘北散歩道 H20. 3.31 195.00 荒尾町 1524-14 緑道 

56 さい川緑道 H21.11. 1 1,706.00 墨俣町さい川 145 緑道、樹木 

57 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ大垣駅北ｺﾐｭﾆﾃｨ緑道 H26. 3.10 38.00 林町 6-80-85 緑道 

58 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ大垣駅北第１散歩道 H26. 3.10 82.00 林町 6-80-86 緑道 

59 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ大垣駅北第２散歩道 H26. 3.10 144.00 林町 6-80-88 緑道 

60 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ大垣駅北第３散歩道 H26. 3.10 89.00 林町 6-80-90 緑道 

61 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ大垣駅北第４散歩道 H26. 3.10 89.00 林町 6-80-91 緑道 

62 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾃﾗｽ大垣駅北第５散歩道 H26. 3.10 89.00 林町 6-80-95 緑道 

63 大島堤サイクリング道   曽根町 1-789-4～ 

津村町 1-309-2地先 
サイクリング道 

64 みどりの街第１緑道 H17. 7. 7 59.00 南一色町 593-23 緑道 

65 みどりの街第２緑道 H17. 7. 7 119.00 南一色町 619-173 緑道 

66 緑園緑道 H14. 7. 1 57.00 緑園 28-57 緑道 

67 八島町南緑地  128.92 八島町 2349-3 緑道 

68 平町緑地   平町 530-1地先 緑道 

69 平町新幹線下緑地   平町 348-4 緑道 

70 古宮町緑地   古宮町 227-2 緑道 

71 古宮沿線緑地   古宮町 129-16 緑道 

72 すい水・北公園 H16. 3.27 70.00 林町 8-1806-4 緑道（池） 

73 桧町堀ノ内緑地 H12. 3.31 42.00 桧町 863-3 緑道 

74 昼飯北緑道 H13.10.13 928.74 昼飯町 2013ほか 緑道 

75 荒川町緑道   荒川町 367-1地先 緑道 

76 田町緑地 R 7. 4. 1 279.04 田町 1-25 
小広場、園内灯、樹木、 

花壇 

77 昼飯北緑地  41.0  昼飯町 1742-5 小広場 

78 荒尾町北瀬古緑地  73.9  荒尾町 1122-9 樹木 
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番号 緑  地  名 
開 設 
年月日 

開設面積 
㎡ 

所 在 地 主 な 施 設 

79 四季の路   錦町 140地先 

～船町 4-2地先 
緑道 

80 笠縫堤遊歩道   河間町 5-512-3 地先～南一色

町 256-3地先 
緑道 

81 大垣運河遊歩道   北切石町 2-78地先 

～西外側町 2-46地先 
緑道 

82 牛屋川遊歩道   寺内町 5-78地先 

～田町 1-26-3地先 
緑道 

 計  21,422.2      

 

（広場） 

番

号 
緑  地  名 開設年月日 

開園面積

㎡ 
所 在 地 主  な  施  設 

1 大垣駅南口広場 S62. 4. 1 8,330.00 高屋町 1 シンボルタワー、モニュメント、樹木 

2 俵町薬木広場 H 7. 8.11 270.26 俵町 2 樹木、井戸、園内灯、飯沼慾斎像 

3 八幡神社東広場 S59. 4. 1 584.11 西外側町 1-42 東屋 

4 弘法の井戸広場 H21. 3.31 87.40 十六町 442-1 
井戸、東屋、木柵、井戸船、せせらぎ、

石積み、ベンチ 

5 新大橋西橋上広場 S61. 3.31 89.00 高砂町 1-11 樹木、銅像 

6 水門川橋上広場 H 7. 3.31 310.00 丸の内 1-72 時計塔 

  計  9,670.77     
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3 緑化 

花・樹木・森林などの緑は、日常生活に安らぎと潤いをもたらし、豊かな人間性を育むうえで欠くことの

できないものである。 

本市では、「心やすらぐ緑の都市」を目指して、公共建物・道路・公園緑地等における公共緑地のほか、家

庭・工場・事業所等における民間緑地の推進および緑地の保全に努めている。 

また、市民・事業者・行政の協働による緑化を積極的に推進している。 

さらに、緑に対する市民ニーズが高度化・多様化していることから、緑の量だけでなく、質にも配慮しな

がら、緑化意識の向上を図り、市民参加による花と緑の都市づくりを促進していく必要がある。 

 

昭和 48年 「大垣市緑化推進条例」を制定   

平成 12年  「大垣市緑の基本計画」を制定 

平成 16年   「大垣市緑化推進条例」を「大垣市緑を育み生かす条例」に改正  

  「心やすらぐ緑の都市」を宣言 

平成 21年   「大垣市緑の基本計画」を「大垣市みどりの基本計画」に改訂 

平成 30年  「大垣市みどりの基本計画」を改定 

 

 緑化シンボルマークの選定（昭和 48年 7月） 

 

市の木・花・花木の制定 

市 の 木        ・・・    クスノキ        （昭和 48年 10月 31日） 

市 の 花        ・・・    サツキ         （昭和 48年 10月 31日） 

市の花木        ・・・    ハナミズキ       （平成 30年 10月 6日） 

  

(1) 公共緑化 

 公共建物・道路・公園緑地等において、積極的な緑化の推進に努めている。 

 ① 四季の里 

  公園緑地（浅中運動公園、三城公園、赤坂スポーツ公園など）において、緑の多様な姿（花・香りな

ど）が楽しめるように、魅力ある緑の空間を創出している。 

 

  [令和 6年度末 四季の里整備状況]  

季 節 樹  種 場  所 本  数 

春 

サクラ 大垣公園 約 200本 

フジ 赤坂スポーツ公園 約 100本 

ツツジ 浅中公園 約 48,000本 

ボタン かみいしづ緑の村公園 約 100本 

夏 

花ショウブ 曽根城公園 約 27,000株 

アジサイ 
犀川堤アジサイ街道 約 3,800本 

さい川さくら公園 約 400本 

ハナハス 
武道館東花ハス池 約 300鉢 

武道館東花ハス池（ハス田） 約 700㎡ 

ムクゲ 北公園 約 4,000本 

冬 

サザンカ 美濃国分寺跡歴史公園 約 5,600本 

ツバキ 三城公園 約 700本 

ウメ 東公園 約 100本 

モクレン 浄化センター 約 200本 
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 ② サクラ並木 

  河川および排水路沿い等（24箇所）に植えられている約 8,500本のサクラ並木の消毒・剪定・除草な

どを実施している。 

 

 ③ 街路樹 

  市道(74路線、約 61.0km)に植えられている街路樹の除草・剪定・消毒・刈込・施肥を行っている。

また、樹木の更新や街路樹の成長による阻害（根上り）対策等を実施するなど、良好な景観形成及び歩

行空間の安全確保を行っている。 

[令和 6年度末 街路樹の状況] 

本数または面積 

高 木 中 木 低 木 

4,083本 167本 24,426㎡ 

 

 ④ 緑道 

  四季の路は、安らぎと潤いをもたらす水と緑の空間として、ＪＲ大垣駅近くの愛宕神社から奥の細道

むすびの地までの水門川沿いに、総延長 2,200ｍの緑道が整備されている。途中には、親水性を重視し

た貴船広場、大垣地域の氏神である八幡神社、歴史的景観遺産の奥の細道むすびの地、住吉灯台などが

ある。 

  また、水門川に流入する大垣運河(480ｍ)や牛屋川(630ｍ)沿いのほか、笠縫輪中堤（サクラ並木遊歩

道）や区画整理事業に伴い昼飯町の水路沿いにも緑道が整備されている。 

 

 ⑤ 花の植栽 

  “季節の変化”や“安らぎ”を実感していただけるよう大垣駅南口広場や市中心部の拠点に、彩りが

美しい花飾りを実施している。 

  ・大垣駅南口広場花壇  （112㎡） 

  ・郭町交差点立体花壇  （ 3基） 

 

 

 (2) 民間緑化 

 記念樹の配布や道路・児童花壇等への花苗植栽を通じて、緑化の推進と地域コミュニティの形成に努

めている。 

①  誕生記念樹およびハウスメモリアルツリーの配布 

 [令和 6年度 配布数] 

誕 生 記 念 樹 402本 

ハウスメモリアルツリー 91本 

 

 

 

 

 

 

 

〈花の種類〉 

ペンタスラッキースター、ハボタン、 

バーベナメテオールシャワー、 

エンジェルスイヤリングほか 

ハボタン、マーガレット等 
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②  花いっぱい運動 

  地域活動の一環として、地域の人々や団体に花壇等へ植えてもらうための花苗を無償配布している。 

[令和 6年度 配布数] 

場    所 配布月 種 類 配布数 

道 路 鉢 (1,391鉢) 
5月 

ベゴニア 14,160株 (3,280株) 

道 路 花 壇 (  906㎡) マリーゴールド 17,120株 (2,920株) 

児 童 花 壇 (2,047㎡) 
11月 

ハボタン 4,600株 (180株) 

道 路 枡 (123箇所) パンジー 20,040株 (6,705株) 

 ※配布数の（  ）内の数字は、県道分として配布した数 

 

③ 民間緑化への助成 

民有地の緑化を推進するとともに、災害による被害を軽減するため、生け垣および花壇の設置を促

進している。 

   [令和 6年度 助成件数] 

生 垣 設 置 事 業 0件 

花 壇 設 置 事 業 3件 

 

④ 開発行為等に対する緑化指導 

敷地面積 1,000㎡以上の開発を実施する場合、緑化計画書の提出を求め、緑化面積が確保されるよ

う指導している。 

  [令和 6年度 申請件数] 

区    分 緑地面積基準 件数 

1,000～5,000㎡ 10%以上 38件 

5,000㎡以上 20%以上  4件 

 

(3) 緑の保全 

① 緑化パトロール 

定期的に公共施設緑地のパトロールを行い、除草や樹木の管理などを行っている。 

樹木の補植・・・・樹木が枯れた場所などに新たに植栽 

病害虫防除・・・・公共施設に植えられている樹木に付く病害虫の防除 

刈込作業・・・・・四季の路や街路等の低木の刈込 

緑化圃場管理・・・献木や施設改良等により不要になった樹木を仮植 

禾森町地内(4,027㎡) 
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 ② 緑保全地区及び保存樹木の指定 

大垣市緑を育み生かす条例に基づき、良好な自然環境および美観風致上必要な地区や樹木を所有者

または管理者の承諾を得て、緑保全地区及び保存樹木として指定している。 

[令和 6年度末 指定数（助成実績）] 

緑保全地区 
・市街化区域 300㎡以上 12.3  ha 108地区 

（12.0）ha（105地区） ・市街化調整区域 500㎡以上 

保 存 樹 木 

・1.5ｍの高さにおける幹周が 1ｍ以上 
1,089本 

（1,080本） 
・株立した樹木で高さが 3ｍ以上 

・つる性立樹木で枝葉面積が 30㎡以上 

 

③ 特別保護樹の指定 

伝統と美しさを有する樹木を後世に継承するため、昭和 49 年から本市のシンボルとして指定し保護  

している。 

[令和 6年度末  15本] 

 

④ 公園緑地管理協定（愛護団体）制度による活動 

公園緑地において、自治会・婦人会・老人クラブ・子ども会等の愛護団体が緑地管理協定を締結し、

清掃や除草などの活動を実施している。 

[令和 6年度実績] 

団体数 協定数 内     容 

119団体 124協定 道路：22箇所、公園緑地等：102箇所 

 

⑤ 市民団体による緑化活動 

公園緑地にある花や樹木を資源として、緑化意識の高揚や地域の振興などを目的に様々なイベントが

実施されている。 

 [令和 6年度実績] 

イベント名 開催月 主催者及び会場 

花と緑のふれあい展 4月 
花と緑のふれあい展実行委員会 

（丸の内公園ほか） 

赤坂東藤まつり 5月 
赤坂東藤まつり実行委員会 

（赤坂スポーツ公園） 

すのまたあじさいまつり 6月 
すのまたまちづくり倶楽部 

（犀川堤あじさい街道） 

曽根城公園花しょうぶ祭 6月 
曽根城公園花しょうぶ祭実行委員会 

（曽根城公園） 

ハナハスまつり 7月 
武道館ハナハスまつり実行委員会 

（武道館東花ハス池） 

 

⑥ 樹木等の日照り及び台風による災害防止マニュアルの作成 

日照りや台風による樹木や花の被害を最小限に留めることを目的として、平成 6年度に災害防止対策

を定めている。 
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(4) 緑化の推進および緑地の保全に係る施策 

①  国土緑化推進運動 

この運動は、森林資源の造成によって、国土の保全と水資源の涵養を図るとともに社会環境の緑化に

努め、あわせて市民福祉の向上に資することを目的とし、昭和 23年から開始された。 

その後、緑化に対する社会二一ズの変化に応えるとともに、環境緑化思想の普及、啓発を大きく取り

上げ組織を強化するため、平成元年度に(公社)岐阜県緑化推進委員会が設立され、次の活動を行ってい

る。 

・緑化運動への参加及び緑化思想の啓発推進 

・植樹行事及び環境緑化事業の推進 

・緑の募金及びその他募金の推進 

・表彰に関すること 

また、平成 7年 4月 27日には「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」(略称「緑の募金法」)

が制定され、国民的運動に発展した。  

 

② 緑被調査 

緑の変遷状況を分析するため、国土数値情報土地利用細分メッシュデータを活用した緑被調査を実施 

している。 

                             （単位：㎢） 

調査年 昭和 51年 平成 26年 

地  域 大  垣 上石津 墨  俣 大  垣 上石津 墨  俣 

農地等 43.28 10 

.60 
1.74 25.55 8.59 1.27 

樹林 4.83 106.87 0.00 4.39 107.00 0.00 

河川・ため池等 7.49 2.66 0.92 7.13 2.44 0.82 

市街地・道路等 22.09 2.70 0.68 40.11 3.34 1.15 

駐車場・空地等 2.08 0.58 0.02 2.59 2.04 0.13 

計 79.77 123.41 3.36 79.77 123.41 3.37 

緑被率 

（％） 

地域別 69.70 97.30 79.1 46.50 95.60 62.10 

全 体 86.40 76.10 

 

-380-



住 宅 政 策 

 

1 市営住宅（公営住宅） 

市営住宅は、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に、公営住宅法

（昭和 26 年法律第 193 号）に基づき、国の補助を受けて建設した低所得者向け賃貸住

宅で、令和 7 年 4 月現在の管理戸数は、1,087 戸である。 

国がこれまでの「量の確保」から「既存ストック重視」への住宅政策転換を示すなか、

本市では、「大垣市営住宅等長寿命化計画」（平成24年度策定）を平成29年度に改定し、

中長期的な今後の市営住宅の適正な管理運営のあり方や、既存ストックの有効活用と長

寿命化に向けた効率的な取り組みを明確化した。 

また、市営住宅の効率的な管理と市の組織のスリム化を図るため、平成 26 年 4 月か

ら法第 47 条による管理代行制度を導入し、岐阜県住宅供給公社に管理運営業務を委託

している。 

 

       市営住宅管理戸数（令和 7 年 4 月 1 日現在）      （単位：戸） 

 中層耐火 
特殊耐火 

2 階建 

簡易耐火 

2 階建 

簡易耐火 

平家建 
計 

合  計 803 42 168 74 1,087 

 

 

2 特定公共賃貸住宅（一之瀬住宅） 

特定公共賃貸住宅は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 5 年法律

第 52 号）に基づき、国の補助を受けて建設した中堅所得者向け賃貸住宅であり、令和

7 年 4 月現在の管理戸数は、18 戸である。 

 

 

3 市単独住宅（旧住宅協会賃貸住宅） 

財団法人大垣市住宅協会（平成 25 年 7 月末解散）が管理していた賃貸住宅 152 戸を

平成 25 年 4 月から市が引き継ぎ、市単独住宅として管理している。 
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4 空き家対策 

適切な管理が行われておらず、防災、衛生、景観など、市民の生活環境に深刻な影響

を及ぼしている空き家の所有者や管理者に対して、空家等対策の推進に関する特別措置

法（平成 26 年法律第 127 号）等に基づき改善指導を行っている。 

全国的に空き家問題が深刻化しており、本市においても、「大垣市空家等の適切な管

理及び活用の促進に関する条例」を制定するとともに、空き家対策を総合的かつ計画的

に実施するため、「大垣市空家等対策計画」を策定し、居住中から除却後の跡地利用ま

で、各段階に応じた施策を実施している。 

岐阜県宅地建物取引業協会西濃支部と「空家バンク事業の実施に関する協定」や「空

家等の情報提供に関する協定」を締結し、空き家の有効活用を図っているほか、状態の

悪い空き家を除却する所有者等に対して、その費用を補助している（除却費用の 3 分の

1、上限 30 万円。延床面積が 240 ㎡以上または大垣市中心市街地活性化基本計画区域内

の空き家の場合は上限 40 万円。大垣市立地適正化計画における居住誘導区域内の特定

空家等の場合は除却費用の 2 分の 1、上限 50 万円。空家法に規定する勧告対象となっ

た特定空家等の場合は除却費用の 2 分の 1、上限 100 万円）。 

また、今後も増加する空き家を抑制するために、出前講座の開催や各種媒体の活用に

より空き家対策の周知・啓発に努めている。 

 

空家等除却支援補助金交付件数 （単位：件） 

 

 

 

 

 

5 子育て世代等住宅取得支援事業 

子育て世代の定住を促進するため、市内に新築住宅を取得した中学生以下の子がい

る人、または夫婦いずれか一方が40歳未満の人で、その住宅の取得に係る借入金がある

人に対し、利子補給金を平成26年度から交付している（1年につき上限10万円を3年間、

最大30万円）。 

  

承認件数                          （単位：件） 

年 度 
令和元年度 

～令和4年度 
令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

件 数 154 53 59 266 

年 度 
平成26年度 

～令和4年度 
令和5年度 令和6年度 合 計 

件 数 2,358 327 293 2,978 
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6 子育て世代近居支援事業 

市内出身者のUターン及び子育て世代の定住を促進するため、市外に住む中学生以下

の子がいる人が、親世帯の住む市内に転入する場合、その転居費用（引越費用）を平成

27年度から補助している（引越費用の5分の3、上限6万円）。 

 

交付件数                             （単位：件） 

 

 

 

 

 

7 子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業 

子育て世代の定住促進及び空き家の有効活用を図るため、中学生以下の子がいる人、

または夫婦どちらか一方が 40 歳未満の人が、市内に新たに中古住宅を取得し、その住

宅をリフォームする際の費用を平成 28 年度から補助している（リフォーム費用の 3 分

の 1、上限 30 万円）。 

 

交付件数                             （単位：件） 

 

 

 

 

年 度 
平成27年度 

～令和4年度 
令和5年度 令和6年度 合 計 

件 数 553 56 65 674 

年 度 
平成28年度 

～令和4年度 
令和5年度 令和6年度 合 計 

件 数 74 12 16 102 
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大垣市山村体験宿泊施設「奥養老」 
 

 「大垣市山村体験宿泊施設奥養老」は、昭和 56年に上石津町が国土庁から｢山村地域若者定住環境整備モ

デル事業｣の指定を受け、大垣市が昭和 58年 6月に宿泊棟を、昭和 62年 12月にセミナーハウスを上石津町

の「緑の村公園」内に建設した。 

 この施設は、市民の心のやすらぎの場所として山村の豊かな美しい自然を提供するとともに、市民がそれ

を利用することによって、山村の生活の中に糧をもたらすという役割を分担し、お互いに助け合うという基

本構想のもとに、これまで多くの方々が利用している。 

 平成 18年度より、指定管理者制度導入により、施設の管理を一般社団法人かみいしづ緑の村公社に、令和

6年度より、株式会社パークアクスルに委託している。 

1 施設の概要 

（1）所 在 地 大垣市上石津町上多良前ケ瀬入会 1番地 1  TEL 45-2287 

（2）構 造 宿  泊  棟 鉄筋コンクリート造 2階建 

 セミナーハウス 鉄筋コンクリート造 3階建 

（3）延 面 積 宿  泊  棟 1,077.11㎡ 

 セミナーハウス 647.81㎡（渡り廊下 41.01㎡含む） 

（4）総 工 費 宿  泊  棟 222,600千円 

 セミナーハウス 128,700千円 

（5）完成年月日 宿  泊  棟 昭和 58年 6月 30日 

 セミナーハウス 昭和 62年 12月 15日 

（6）建 物 内 容 宿  泊  棟 宿泊室（10）、浴室（2）、食堂、喫茶、研修室、 

  談話室 

 セミナーハウス 和室（3）、セミナーホール、研修室、浴室 

（7）収 客 人 員 77名 

（8）利 用 開 始 昭和 58年 7月 15日 

   ・利用申込 大垣市民は 6か月前から 

   ・宿泊料等 （3人以上で利用の場合）･･････ 1人 1,800円（消費税込） 

  食事 630円（消費税込）から 

（9）休 館 日 年末・年始                    

2 利用状況 
                    (令和7年4月1日現在) 

区分       年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

宿 泊（Ａ） 
885 72 91 225 438 395 

685 39 67 841 414 301 

宿 泊（Ｂ） 
1,382 200 370 127 1,216 1,053 

588 174 309 356 851 736 

休 憩（Ａ） 
442 11 14 31 137 100 

19 0 0 10 1 0 

休 憩（Ｂ） 
155 36 6 10 17 35 

53 0 4 4 16 14 

研修（Ａ） 2,448 208 391 516 831 748 

研修（Ｂ） 1,133 169 434 639 861 815 

計 7,790 909 1,686 2,759 4,782 4,197 

※(A)大垣市民利用(B)その他の市町村民が利用 宿泊・休憩の上段は大人、下段は小人 
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